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令和５年６月21日（水曜日）

午前10時６分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和５年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第４号 宮崎県港湾管理条例の一部を改

正する条例

○議案第12号 工事請負契約の変更について

○議案第13号 工事請負契約の変更について

○議案第14号 工事請負契約の変更について

○議案第17号 宮崎県観光振興計画の変更につ

いて

○議案第19号 みやざきグローバルプランの変

更について

○議案第20号 みやざき産業振興戦略の変更に

ついて

○報告事項

・令和４年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・令和４年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・経営者保証を不要とする創業関連融資メニュ

ーの追加等について

・宮崎カーフェリー株式会社の経営状況等につ

いて

・次期指定管理候補者の選定について（宮崎県

機械技術センター）

・令和４年度の企業立地の状況について

・次期指定管理候補者の選定について（県営国

民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポ

ーツレクリエーション施設、県営国民宿舎高

千穂荘）

・次期指定管理候補者の選定について（県立都

市公園）

・次期指定管理候補者の選定について（県営住

宅県北地区）

・高速道路等の整備状況と主な課題について

○閉会中の継続審査について

出席委員（８人）

委 員 長 佐 藤 雅 洋

副 委 員 長 工 藤 隆 久

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 荒 神 稔

委 員 図 師 博 規

委 員 内 田 理 佐

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

商工観光労働部次長 飯 塚 実

企業立地推進局長兼
児 玉 洋 一

企 業 立 地 課 長

観光経済交流局長 川 畑 敏 彦

部参事兼商工政策課長 佐々木 史 郎

経営金融支援室長 児 玉 利 文

企 業 振 興 課 長 鍋 島 宏 三

食品・メディカル
西久保 耕 史

産 業 推 進 室 長

雇用労働政策課長 壱 岐 さおり

観 光 推 進 課 長 河 村 直 哉

スポーツランド推進室長 伊 東 浩

令和５年６月21日(水)
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国際・経済交流課長 山 台 修 一

工業技術センター所長 有 村 隆

食品開発センター所長 平 川 良 子

県立産業技術専門校長 大 衛 正 直

県土整備部

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

県土整備部次長
串 間 俊 也

（ 総 括 ）

県土整備部次長
桑 畑 正 仁

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
金 子 倫 和

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 栗 山 健 作

部参事兼管理課長 市 成 典 文

用 地 対 策 課 長 塩 田 隆 英

技 術 企 画 課 長 迫 節 夫

工 事 検 査 課 長 否 笠 友 紀

道 路 建 設 課 長 山 浦 弘 志

道 路 保 全 課 長 山 下 明 男

河 川 課 長 松 山 英 雄

ダ ム 対 策 監 山 田 清 朗

砂 防 課 長 戸 田 正 人

港 湾 課 長 明 比 健一郎

空 港 ・ ポ ー ト
小 川 美智夫

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 木 正 行

美しい宮崎づくり
松 田 豪 紀

推 進 室 長

建 築 住 宅 課 長 松 田 真 二

営 繕 課 長 下温湯 盛 久

設 備 室 長 中 武 英 俊

高速道対策局次長 岩 切 道 雄

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 澤 田 彩 子

議事課主任主事 山 本 聡

○佐藤委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時６分休憩

午前10時８分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、商工観光労働部長の概要説明を求め

ます。

○丸山商工観光労働部長 商工観光労働部の丸

山でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

御説明に入る前に、おわびを一つ申し上げま

す。

このたび、観光推進課が実施している「県庁

ツアー」につきまして、オンライン上でツアー

の申込みをされた方が、他の申込者の情報まで

閲覧可能な状態になっていた事案が発生いたし

ました。本件に該当する方々には直接電話等を

行い、事情を説明するとともに、謝罪を行った

ところでございます。

現時点で、情報の不正利用等は確認されてお

りませんが、今後このような事態が発生しない

よう適正な事務処理を徹底してまいります。申

し訳ありませんでした。

それでは、本委員会で御審議いただく商工観
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光労働部所管の議案等について、その概要を説

明させていただきます。

座って説明させていただきます。

商工建設常任委員会資料、２ページの目次を

御覧ください。

１番目、予算議案、議案第１号「宮崎県一般

会計補正予算（第２号）」でございます。

これは、コロナ禍や物価高騰等からの宮崎再

生、地域経済の活性化等を目的に、いわゆる肉

づけ予算として編成したものでございます。

２番目、特別議案ですが、まず、議案第３号

「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

条例」につきましては、技能検定試験手数料の

減免に係る所要の改正を行うものでございます。

次に、議案第17号「宮崎県観光振興計画の変

更について」、議案第19号「みやざきグローバル

プランの変更について」、議案第20号「みやざき

産業振興戦略の変更について」の３件につきま

しては、宮崎県行政に係る基本的な計画の議決

等に関する条例第３条の規定により、議会の議

決に付するものでございます。

次に、３番目の報告事項でございますが、令

和４年度の繰越明許費及び事故繰越について御

報告させていただきます。

最後に、４番目、その他報告事項としまして、

経営者保証を不要とする創業関連融資メニュー

の追加等について、ほか４件について御報告さ

せていただきます。

それでは、３ページを御覧ください。

令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）

の歳出予算につきまして、商工観光労働部各課

ごとの補正予算額を表でまとめております。

商工観光労働部全体の補正額は、表の２列目

の補正額の欄にありますとおり、34億391万円の

増額であり、補正前の額632億9,715万5,000円に

補正額を足した補正後の額は、667億106万5,000

円となります。

なお、今回、特別会計の補正はなく、一般会

計のみの補正となっております。

４ページでは、今回の補正予算の主な新規・

改善事業を、今議会で上程しております宮崎県

総合計画アクションプラン（案）の該当するプ

ログラム別に整理しております。

１つ目に、「コロナ禍・物価高騰等からの宮崎

再生」として、「物価高騰等対策プレミアム付商

品券等発行事業」など９事業、２つ目に、「社会

減ゼロへの挑戦」として、「「みやざきで始め

る！」県内企業立地プロモーション事業」、３つ

目に、「力強い産業の創出・地域経済の活性化」

として、食品製造事業者規模拡大支援事業など

３事業を今回の補正予算で計上しております。

なお、５ページから８ページにかけましては、

宮崎県総合計画アクションプラン（案）のプロ

グラム別に、令和５年度当初予算を含めまして、

当部の主な事業を体系的に整理したものになり

ます。後ほど御参照いただきたいと思います。

議案及び報告事項の詳細につきましては、こ

の後、担当課長、室長から御説明させていただ

きます。

私からの説明は以上です。よろしくお願いい

たします。

○佐藤委員長 次に、議案についての説明を求

めます。

委員の質疑は執行部の説明が全て終了した後

にお願いいたします。

○佐々木商工政策課長 議案第１号「令和５年

度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」につきま

して、御説明いたします。

常任委員会資料の９ページをお開きください。

補正額は、左から２列目の補正額の欄にあり
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ますとおり、一般会計10億2,944万円の補正をお

願いするものでございます。

補正後の一般会計の額は、右から３列目の欄、

補正後の額にありますとおり、571億8,413

万9,000円となります。

それでは、事項について御説明いたします。

資料10ページにお移りください。

まず、（事項）小規模事業対策費647万円の増

額であります。

説明欄１の経営支援等デジタル化推進事業は、

商工会議所等が行う経営支援等のデジタル化を

支援するものであり、タブレット端末の導入に

要する経費の補助やタブレット端末を活用した

経営支援等の手法の研修を行うことで、より質

の高い伴走支援体制・相談体制の構築を支援す

ることとしております。

次に、その下の（事項）中小商業活性化事業

費10億1,770万円の増額でございます。

説明欄１の物価高騰等対策プレミアム付商品

券等発行事業につきましては、後ほど資料で御

説明いたします。

さらに、その下、（事項）地域経済活性化支援

事業費527万円の増額であります。

説明欄１の中小企業支援ネットワーク経営支

援強化事業につきましても、後ほど資料で御説

明したいと思います。

続きまして、資料の11ページを御覧ください。

新規事業「物価高騰等対策プレミアム付商品

券等発行事業」でございます。

予算額は10億1,770万円を計上しておりまし

て、財源は、地方創生臨時交付金４億7,098

万6,000円、宮崎再生基金５億4,671万4,000円で

お願いしております。

事業の目的は、市町村と連携して地域での消

費を拡大・促進することで、エネルギーや食料

品価格等の物価高騰の影響によって打撃を受け

ている地域経済や県民の暮らしの立て直しを図

るものでございます。

その下、事業の概要でございます。

市町村が地域の実情に応じて行うプレミアム

付商品券の発行に係る経費の２分の１以内にお

いて補助するものでございます。

具体的には、①、②に記載しておりますよう

に、紙版や電子版のプレミアム付商品券等の発

行に係る経費とし、電子版のプレミアム付商品

券等に関しましては、市町村独自の地域通貨等

の活用や市町村間で連携して構築する仕組みの

活用も想定しております。

なお、この事業につきましては、国からの要

請等も踏まえまして、ＬＰガス料金の支払いに

も利用できるものとしております。

事業の仕組みとしましては、県から市町村へ

の補助でございます。

事業の期間は、令和５年度、単年度でござい

ます。

続きまして、12ページを御覧ください。

新規事業「中小企業支援ネットワーク経営支

援強化事業」でございます。

予算額は527万円を計上しておりまして、財源

は宮崎再生基金でお願いしております。

事業の目的ですが、コロナ関連融資の元本返

済が本格化していく中で、資金繰りに窮する中

小企業者に対して、支援者側の経営支援スキル

アップを図るとともに、多職種の外部専門家の

連携による経営改善に向けた取組を促進するこ

とにしております。

事業概要（１）の事業内容を御覧ください。

①として、経営支援スキルアップ研修を通し

て、中小企業支援ネットワーク構成機関支援者

の対話力を含めたモニタリング技術の向上を図
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り、モニタリングを契機とした経営改善実行へ

の移行を促進することとしております。

②として、中小企業支援ネットワークにおけ

る経営改善に向けた取組について、多職種専門

家の連携による経営支援を新たに実施すること

としております。

（２）事業の仕組みとしましては、県信用保

証協会への補助という形で実施する予定でござ

います。

（３）成果指標としましては、多職種連携型

の経営アシストにより経営改善が図られた企業

数の延べ件数を令和７年度までに36件とするこ

とを目指したいと考えております。

事業の期間は、令和５年度から令和７年度ま

での３か年でお願いしております。

続きまして、議案第20号「みやざき産業振興

戦略の変更について」、御説明させていただきま

す。

常任委員会資料の55ページを御覧ください。

本戦略の変更につきましては、昨年度から作

業に着手しておりまして、これまでも本常任委

員会で進捗を随時御報告させていただいており

ましたが、今回、最終案ということで取りまと

めましたので、御審議いただきたく、御説明す

るものでございます。

まず、１の本戦略の趣旨についてでございま

すが、人口減少・少子高齢化の進行や物価・原

材料等の高騰、コロナ禍をきっかけとしたデジ

タル化の進展やゼロカーボンに向けた動きなど、

昨今の社会情勢は大きく変化しておりまして、

将来の見通しへの不透明感が強くなっておりま

す。

このような中で、前戦略の推進期間が令和４

年度までとなっていたことから、新たに、今後

４年間に取り組むべき商工業に関する施策の基

本的方向を示すために、戦略を変更するもので

ございます。

その下に変更の経緯として、これまでの取組

状況を記載しております。

昨年６月の本常任委員会におきまして、戦略

改定についての御報告を行って以降、事業者へ

のアンケート調査、各地域での意見交換、有識

者や関係団体の皆様との意見交換を行いながら、

変更の内容を検討してまいったところでありま

して、昨年12月の本常任委員会におきまして、

骨子案の御報告を、また、今年３月の本常任委

員会において、素案の御報告を行った上で、３

月20日から４月18日までパブリックコメントを

実施いたしました。

ここまでの意見を踏まえまして、今回の最終

案を作成しております。

次に、本戦略の概要について、御説明をさせ

ていただきます。

57ページを御覧ください。

「みやざき産業振興戦略～変革と共創による

未来につながる産業づくり～（案）の概要」と

いう資料に沿って、御説明をさせていただきた

いと思います。

まず、一番上の項目、位置づけですが、本計

画は、県の総合計画長期ビジョンを具現化する

ための商工業分野に関する分野別計画になって

おりまして、その下の推進期間に書いてありま

すように、令和５年度から８年度までとしてお

ります。

その下の項目、時代の潮流、いわゆる現状認

識でございますけれども、人口減少・少子高齢

化が進行しておりまして、気候変動や自然災害

の激甚化、新型コロナ、デジタル化・グローバ

ル化の進展など、先が見えにくい不透明感、不

確実な状況があるとの認識を持って、今回の計



- 6 -

令和５年６月21日(水)

画の見直しをしているところでございます。

こうした状況の下で、本県の当面の課題とい

たしまして、記載の６項目を出しております。

その下、戦略の目標と基本姿勢でございます

が、本戦略では「付加価値の高い産業の振興」

と「良質な雇用の確保」という、大きく２つの

項目を柱にしております。こういった不確実性

の高い時代において、新たな動きや変化をチャ

ンスと捉えて取組を進めていく。特に、産学金

労官の支援ネットワーク等も今、つくっており

ますので、そういった力を総動員して、企業の

自己変革を求めるとともに、それによって未来

につながる産業づくりに挑戦していきたいとい

うことを、本戦略の基本姿勢として取り組んで

いきたいと考えております。

続きまして、58ページを御覧ください。

こうした基本姿勢を基に、今回の戦略では大

きく２つの方針を設定しております。

まず、方針１、「みやざきの経済と雇用を支え

る企業・産業の持続的発展と競争力強化のため

のチャレンジ支援」でございます。

既存の事業をしっかりと持続的に発展させて

いくとともに、基本姿勢にのっとって、新たな

事業への企業の前向きなチャレンジを行政とし

てしっかりと後押ししていくことが、これまで

以上に重要になってくるという認識から、この

方針を掲げたところでございます。

この方針では、主な施策として、59ページま

で記載しております11項目での事業を取組とし

て掲げております。

なお、この資料の中で下線を引いてある部分

が、今回の変更で新たに記載を加えた部分となっ

ております。順番に御説明してまいります。

まず、１ですが、地域経済の基盤となってい

る中小・小規模企業の振興を図るために、デジ

タル変革への対応支援や、脱炭素経営への転換

等に取り組んでまいります。

その下の２ですが、県内経済を牽引する役割

が期待される成長期待企業や次世代リーディン

グ企業等への集中的な支援にも取り組んでまい

ります。

その下、３と４ですが、成長分野の産業の育

成加速や先端産業への参入促進に加え、企業立

地についても、引き続き推進をしていくという

ことでございます。

さらにその下、５と６ですけれども、地域社

会・経済を支える商業・サービス業の振興を図

るために、若者などによる商店街の新しい魅力

の開発や、デジタル技術の活用への支援を行う

とともに、観光については、この後説明を行い

ます宮崎県観光振興計画に基づいて、宮崎の魅

力を生かした観光の推進に取り組んでまいりま

す。

一番下の７は、感染症や自然災害からの大き

な被害の経験を踏まえて、今回新たに設けた項

目ですが、事業継続力強化計画等の策定や、事

業継続につながる中小・小規模企業の柔軟な新

事業展開への支援などに取り組むというもので

ございます。

59ページを御覧ください。

８では、この後御説明いたします、みやざき

グローバルプランに基づいて、県産品の輸出促

進など、県内企業の海外への事業展開促進に取

り組んでまいります。

９も今回新たな取組として加えておりますが、

先進的な技術やアイデアを強みにして短期間で

急成長を目指すスタートアップ企業の発掘、育

成などに取り組むこととしております。

その下、10、11につきましても、主に小規模

な事業の起業・創業に挑戦しやすい環境づくり
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を進めるほか、貴重な経営資源を次世代に引き

継ぐための事業承継・引継ぎ支援にも取り組ん

でまいります。

続いて、方針２、「みやざきの未来を切り拓く

多様な産業人材の育成・確保」でございます。

私どもと各企業の経営者との意見交換の中で

必ず最も多く聞かれる悩み、課題が、人材不足

の状況が大きくなっているということでござい

ます。方針１の取組を力強く推進していくため

にも、産業人材の育成・確保を図ることが大変

重要、不可欠であることから、この方針を掲げ

ているところでございます。

方針２の１につきましては、働きやすい職場

環境づくりを促進するとともに、新たな取組と

いたしまして、経営者や従業員などのスキル向

上につながる学び直し、いわゆるリスキリング

等を促進してまいります。

また、その下の２でございますが、宮崎で暮

らし、働く魅力のＰＲやインターンシップ等を

推進することで、若者の県内就職と県内定着を

促進してまいります。

60ページを御覧ください。

一番上の３では、県内企業とＵＩＪターン希

望者とのマッチング支援やワーケーションの推

進などによる県内への移住やＵＩＪターンの促

進に取り組んでまいります。

その下の４と５ですが、女性や高齢者など、

多様な方々が働き続けられる職場環境づくりや

マッチング支援を推進するとともに、本県にとっ

ても重要な労働力となっている外国人材の県内

企業への受入れ促進や、外国人材が地域で安心

して働き暮らせるよう、サポートセンターなど

による生活支援にも取り組んでまいります。

その下の６も今回新たに加えた項目でござい

ますが、本県産業のデジタル化を加速するため、

デジタル技術を学ぶ機会の提供や、人的ネット

ワークの強化などを通じたデジタル人材の育成

・確保を強化してまいります。

最後に、７といたしまして、技能者の育成・

確保を図るために、児童・生徒のものづくりへ

の関心を高め、技能者の高い技能を次世代へ継

承していく取組を進めてまいります。

一番下の「本戦略の推進に向けて」ですが、

今回の戦略の２つの軸となっているのが「自己

変革」と「共創」でございます。常にこの２つ

を念頭に置きながら、関係機関が一体となって

本戦略の推進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

不確実性が高まる変化の時代にあって、急速

な変化が今後も予想されますので、そういった

ときにも、基本的には機動的かつ柔軟に、施策

について随時見直しをしてまいりたいと考えて

おります。

続いて、主な成果指標を61ページに記載して

おります。

基本的には前戦略の指標を引き継ぎつつ、労

働生産性やデジタル化の推進、脱炭素経営への

転換、スタートアップ企業の育成など、今回の

戦略から新たに取り組む内容についても、新た

な指標を設定したところでございます。

指標設定については御覧のとおりでございま

す。

○鍋島企業振興課長 企業振興課の補正予算に

つきまして、御説明いたします。

委員会資料13ページを御覧ください。

当課の補正額は、表の左から２列目、補正額

の欄にありますとおり、10億619万2,000円の増

額をお願いしております。

この結果、右から３列目、補正後の額は24億472

万9,000円となります。
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その内容につきまして、御説明いたします。

14ページを御覧ください。

まず、上から５段目、（事項）ＩＴ関連産業振

興事業費、補正額385万4,000円の増額でありま

すが、これは、説明欄にございます県内ＩＣＴ

人材の育成を目的として実施する「みやざきＩ

ＣＴ産業を担う人材育成事業」におきまして、

新たに、通信・ネットワーク・セキュリティー

など、ＩＴにひもづく要素を理解、操作する能

力向上のためのＩＴリテラシー向上講座とイン

ターネット上で商品やサービスを売り買いでき

るウェブサイト─ＥＣサイトなど、ＷＥＢ系

開発技術者向け発展研修の２つのコースを追加

するために必要な経費となります。

中ほど、（事項）下請企業振興事業費、補正

額409万4,000円の増額でありますが、これは、

説明欄にございます県内下請企業の取引拡大を

目的として実施する「下請企業振興事業費補助

金」におきまして、都市圏で行われる大規模展

示会への出展費を県産業振興機構へ追加支援す

るために必要な経費となります。

続きまして、（事項）産業集積対策費、補正額

９億9,824万4,000円の増額につきましては、委

員会資料に基づき説明してまいります。

15ページを御覧ください。

まず、新規事業「ものづくり企業物価高騰対

策設備等改修支援事業」であります。

予算額は２億円、財源は国庫となります。

まず、事業の目的でありますが、電力をはじ

めとするエネルギーや物価高騰の打撃を受けて

いる県内のものづくり企業に、機器類などの導

入等必要な経費の一部を支援し、価格高騰の影

響を緩和しようとする事業であります。

事業の概要は、（１）の事業内容にありますと

おり、県内企業が行う省エネルギー、省コスト

化につながる設備改修、生産ラインの自動化な

ど生産プロセスの改善と、将来を見据え、事業

の新展開に向けた設備改善も含めまして、補助

率を２分の１以内、上限額を2,000万円として支

援してまいります。

（２）の事業の仕組みでありますが、事業主

体は県、直接補助となります。

（３）の成果指標としまして、付加価値額が

年率平均３％以上増加する企業を５社としたと

ころでございます。

事業の期間は、令和５年度のみとなります。

続きまして、16ページを御覧ください。

新規事業「食品製造事業者規模拡大支援事業」

であります。

予算額は１億1,000 万円、財源は一般財源とな

ります。

事業の目的でありますが、受託製造─ＯＥ

Ｍと申しますが、受託製造や事業拡大に積極的

な食品製造事業者に対し、設備等の導入に要す

る経費の一部を支援することにより、労働生産

性の向上と県内経済の活性化を図ろうとする事

業であります。

事業の概要は、（１）の事業内容にありますと

おり、右の図にお示ししております①のＯＥＭ

の新規受注・拡大などでは、設備の充実により、

県外への発注品が県内へとシフトしたり、新た

に県内外から発注を受けるなど、本県経済への

波及効果が高いと見込まれますので、補助率を

３分の２以内、上限額を3,000万円に、②の事業

拡大を目指す事業者に対しまして、補助率を２

分の１以内、上限額を500万円として支援してま

いります。

（２）の事業の仕組みでありますが、実施主

体は県、直接補助となります。

（３）の成果指標といたしまして、付加価値
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額が年率平均３％以上増加、また、炭素生産性

が年率平均１％以上増加する企業を３社とした

ところでございます。

事業の期間は、令和５年度のみとなります。

次に、17ページを御覧ください。

新規事業「特別高圧電気料金激変緩和事業」

でございます。

予算額は６億8,824万4,000円、財源は、国庫

と宮崎再生基金となります。

事業の目的でございますが、特別高圧電力を

受電する県内の中小企業に対し、電気料金の一

部を国が行う高圧電力契約者への対策に準じて

支援し、電気料金高騰による負担を軽減しよう

とする事業でございます。

18ページを御覧ください。

ここに、国の電気料金激変緩和対策をお示し

しております。

現在、国は、一般家庭などが利用する低圧電

力、また、中・小規模工場などが利用する高圧

電力につきまして、１月使用分から９月使用分

まで、電気料金激変緩和措置を実施しておりま

すが、大規模工場等が利用する特別高圧電力に

つきましては、その対象から外れ、臨時交付金

の事業メニューに特別高圧電力で受電する中小

企業等への電気料金負担軽減を掲げた上で、対

応を各自治体に委ねているところでございます。

17ページにお戻りください。

事業の概要は、（１）の事業内容にありますと

おり、国の事業の高圧電力契約に準じ、支援し

てまいります。

補助対象は、県内に事業所を有する中小企業

でありますが、医療機関につきましては、福祉

保健部からお願いしておりますので、本事業の

対象外といたします。

対象期間は、国と同様に、１月から９月使用

分まで、補助額は、１月から９月使用分までの

総量が1,000万キロワットアワーまでは、国と同

じく１キロワットアワー当たり3.5円、９月使用

分につきましては1.8円といたします。

総量が1,000万キロワットアワーを超える部分

につきましては、１キロワットアワー当たりの

補助単価を２分の１として支援してまいります。

（２）の事業の仕組みでありますが、事業主

体は県、直接補助となります。

（３）の成果指標は、支援を希望する中小企

業への支給率100％としたところでございます。

事業の期間は、令和５年度のみとなります。

○壱岐雇用労働政策課長 雇用労働政策課の６

月補正予算につきまして、御説明します。

常任委員会資料の19ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、左から２列目、補正額

の欄にありますとおり914万5,000円の増額であ

り、補正後の額は、右から３列目にあります

が、14億1,184万3,000円となります。

資料の20ページを御覧ください。

補正を計上している事項は、職業能力開発対

策費で、事業名は、「技能検定実技試験受検手数

料助成事業」になります。

事業の内容につきまして、御説明いたします。

資料の21ページを御覧ください。

新規事業「技能検定実技試験受検手数料助成

事業」についてであります。

予算額は、914万5,000円を計上しており、財

源は一般財源で、事業の目的は記載のとおりで

す。

資料にはありませんが、この事業を構築した

背景としましては、技能検定の受検手数料につ

いて、令和４年度から国における減免対象が、

「35歳未満の者」から「25歳未満の雇用保険被

保険者」に縮小され、受検者が大きく減少した
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点がございます。

次に、事業の概要です。

（１）の事業内容ですが、令和４年度以降、

国の減免制度から外れた方を対象に、従来どお

り、費用負担を抑えた形で実技試験が受けられ

るように補助を行うものとなります。

技能検定試験には、①の県の職業能力開発協

会が実施するものと、②の民間の指定試験機関

が実施するものがありますが、受検者１人当た

りの補助額は記載のとおりでありまして、これ

は、国の減免制度と同額としております。

（２）の事業の仕組みとしましては、①、②

のいずれの場合も県は職業能力開発協会に補助

を行い、①では、受検者は減免後の手数料を協

会に納付し、②では、後から申請により、受検

者本人に補助することとしております。

（３）の成果指標については、２級・３級を

受検する35歳未満の若年者について、受検申請

者数を国の減免制度見直し以前の水準まで戻す

ことを目指して設定しております。

事業の期間は、令和５年度から７年度までと

しております。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

資料の38ページを御覧ください。

議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」についてです。

１の改正の理由ですが、先ほど説明しました

技能検定試験手数料の助成事業を導入するに当

たり、金額など、所要の改正を行うものであり

ます。

２の改正の内容ですが、表の部分を御覧くだ

さい。

左側が２級、右側が３級の改正内容を記載し

た表になります。

この条例では、県の職業能力開発協会が実施

する検定試験において、実際に受検生が負担す

る手数料の額を定めており、その金額が表の中

の数字になっております。

令和３年度までは、国が青色とピンク色を合

わせた範囲に手数料の減免措置を講じておりま

したが、令和４年度から国の減免対象が、青色

の部分のみに縮小されました。

このため、県独自の助成事業を導入するに当

たり、ピンク色の部分について、改正後の欄に

記載の金額や年齢区分への改正を行うものであ

ります。

表中及び表下にある米印は、39ページから41

ページに掲載しております新旧対照表のどの部

分に該当するのかを示しております。

最後に３の施行期日ですが、公布の日から施

行いたします。

○児玉企業立地推進局長 企業立地課の６月補

正について御説明いたします。

常任委員会資料22ページを御覧ください。

当課の６月補正予算は、490万円をお願いして

おります。

この補正により、補正後の当課の予算は、10

億8,385万1,000円となります。

補正の内容としましては、次の23ページです。

表の中ほどの欄、（事項）企業誘致活動等対策

費の説明欄の新規事業「「みやざきで始める！」

県内企業立地プロモーション事業」であります。

事業の内容につきましては、24ページで御説

明させていただきます。

予算額は490万円、財源は一般財源であります。

事業の目的でありますが、本県の立地環境の

ＰＲ体制を強化し、積極的なプロモーション活

動の実施を通じて、県外企業の新たな企業立地

促進を図るものであります。
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事業の概要であります。

（１）事業の内容としましては、①及び②の

とおり、立地環境や制度をＰＲする動画等のコ

ンテンツや外資系企業に向けた外国語、まずは

英語に対応しました立地環境のＰＲパンフレッ

トを作成するとともに、③のとおり、当課のホ

ームページの情報発信機能を強化するため、

チャットボットやＡＩ翻訳サービスを導入する

ものであります。

（２）事業の仕組みとしましては、広告代理

店などの民間企業に委託することとしておりま

す。

（３）成果指標は、令和５年度の単年度で、

当課のホームページ閲覧ユーザー数を２万2,000

人とすることを目指します。

○河村観光推進課長 観光推進課の６月補正に

ついて、御説明いたします。

資料の25ページを御覧ください。

令和５年度の６月補正予算額は、表の左上の

補正額の欄に記載のとおり、一般会計のみで、12

億6,522万9,000円の増額をお願いしております。

それぞれの事業内容について御説明いたしま

す。

26ページをお開きください。

１番目の（事項）観光交流基盤整備費１億3,850

万円でございます。

説明欄の１、改善事業「ポストコロナに向け

た稼ぐ観光地域づくり推進事業」1,000万円は、

観光関連事業者による観光資源の掘り起こし・

磨き上げや県外観光客の誘客につながるイベン

トの支援等に要する費用を補助するものでござ

います。

次に、説明欄の２、新規事業「宿泊業の生産

性・サービス向上支援事業」１億2,850万円は、

後ほど事業資料で説明いたします。

続きまして、（事項）国内観光宣伝事業費８

億3,590万円でございます。

説明欄の１、新規事業「県内旅行宿泊応援ク

ーポン付与事業」７億9,300万円も、後ほど御説

明差し上げます。

次に、説明欄の２、新規事業「大阪・関西万

博を見据えた観光誘客促進事業」4,290万円は、

令和７年度に開催が予定されております大阪・

関西万博を契機としまして、本県の魅力を発信

するため、旅行会社等を対象にしたツアーやＰ

Ｒを行う事業でございます。

続いて、一番下の（事項）国際観光宣伝事業

費１億1,900万円でございます。

説明欄の１、新規事業「インバウンド再生加

速化事業」3,900万円は、韓国、台湾、香港の現

地旅行会社が造成する宮崎空港発着の国際チャ

ーター便を活用した旅行商品への支援を行うも

のでございます。

説明欄の２、新規事業「日本一の宮崎本格焼

酎によるインバウンド回復促進事業」8,000万円

は、酒蔵ツーリズムや焼酎関連のイベントをフッ

クに海外誘客を図るものでございます。本事業

は、観光庁の公募事業を活用するものでござい

まして、事業費は、公募の上限であります8,000

万円を、また、10分の10の事業でございますの

で、財源は全額国費を予定しております。

今回の公募事業については、現在観光庁にお

いて公募案件を審査中でございまして、採択可

否については今後連絡がある予定でございます。

続いて、27ページを御覧ください。

（事項）スポーツランドみやざき推進事業費

１億7,182万9,000円でございます。

説明欄の１、新規事業「サーファーインバウ

ンド誘致事業」663万8,000円と、説明欄の３、

新規事業「スポーツランドみやざき推進施設改
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良事業」１億6,000万円は、後ほど御説明差し上

げます。

説明欄の２の改善事業「スポーツキャンプ・

合宿全県展開促進事業」519万1,000円は、屋外

型トレーニングセンターの供用開始を契機に、

全県での、県内全域での新たなキャンプ誘致に

向けたスポーツチーム関係者などの視察を実施

するものでございます。

それぞれ個別の主な事業の詳細については、28

ページ以降で説明させていただきます。

まず、28ページをお開きください。

新規事業「宿泊業の生産性・サービス向上支

援事業」でございます。

繰り返しになりますが、予算額は１億2,850万

円、財源は一般財源でございます。

事業の目的としましては、今後、さらなる受

入れを見込んでおりますスポーツキャンプ・合

宿や観光客に対応するため、人手不足等で厳し

い経営環境にございます宿泊施設の生産性向上

や、受入れ環境の充実を図るものでございます。

次に、事業の概要でございます。

事業内容としましては、（１）の枠の図の中に

ございますとおり、①の生産性向上支援といた

しまして、例えば自動チェックイン機、清掃ロ

ボットといったＤＸ機器の導入や、経営診断等

のコンサル支援に要する経費を補助するもので

ございます。

また、②のサービス向上の支援といたしまし

て、送迎バスやサウナといった施設整備の導入

などに要する経費を補助させていただくもので

ございます。

事業の仕組みとしましては、ホテル旅館組合

を通じ、各宿泊施設等に補助を行うこととして

おります。

成果指標としましては、県内の宿泊稼働率

─定員ベースでの稼働率を図るものでござい

ますが、令和３年度の値である24.2％から、令

和７年度にはコロナ禍前の令和元年度の水準

の35.2％を目指すという形で、３年間の事業と

して実施するものでございます。

続きまして、29ページを御覧ください。

県内旅行宿泊応援クーポン付与事業でござい

ます。

予算額は、７億9,300万円を計上しておりまし

て、財源は、国の臨時交付金で３億6,699万6,000

円、宮崎再生基金で４億2,600万4,000円でお願

いしております。

事業の目的でございますが、全国旅行支援終

了後の県内での観光需要の喚起を図るため、県

内宿泊等により県内限定で使用できるデジタル

クーポンを付与するキャンペーンを実施するも

のでございます。

事業の概要は、（１）事業内容にございますと

おり、県内宿泊者や日帰り旅行者に対して、飲

食店やお土産店等で利用できるクーポンを平日

は最大3,000円、休日は最大2,000円付与するも

のでございます。

今後の全体の流れにつきまして、右側の図を

御覧ください。現在、国の全国旅行支援を活用

して、みやざき割第２弾を実施しているところ

でございます。

こちらの終了後、７月以降の段階になります

けれども、まず当初予算を財源とした需要喚起

策を実施させていただいて、その後、今回要求

の事業を実施する予定としております。

事業の仕組みといたしましては、県観光協会

の補助により実施するものでございます。

成果指標といたしましては、この事業の実施

により、延べ20万人の宿泊者数を見込むととも

に、県内観光による消費の拡大につなげてまい
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りたいと考えております。

事業の期間は、令和５年度の１か年を予定し

ております。

続きまして、30ページを御覧ください。

新規事業「サーファーインバウンド誘致事業」

でございます。

予算額は663万8,000円でお願いしております。

事業の目的でございますが、サーファー人口

が増加しております韓国をターゲットに、本県

の強みであるサーフィン環境を発信し、韓国か

らのサーファー誘客を図り、落ち込んだインバ

ウンド対策を実施するものでございます。

次に、事業の概要でございますが、（１）の事

業内容といたしましては、現地のサーフィン協

会やインフルエンサーなどを本県にお招きし、

３泊４日の日程でサーフスポットや周辺観光地

を周遊するツアーを実施するものでございまし

て、ツアーの中では、サーフィン体験をはじめ、

全日本サーフィン選手権の見学や青島での観光

などを予定しております。

事業の仕組みとしましては、県観光協会に補

助を行うこととしております。

成果指標としましては、本事業に関する情報

発信に係る閲覧数を１万2,000回を目指して実施

するものでございます。

事業の期間は、令和５年度の１か年でお願い

しております。

続きまして、31ページを御覧ください。

新規事業「スポーツランドみやざき推進施設

改良事業」でございます。

予算額は１億6,000万円を計上しており、財源

は、国庫補助金が7,200万円、県債が7,920万円、

一般財源が880万円でお願いしております。

事業の目的といたしましては、スポーツラン

ドみやざきを推進するため、ＷＢＣ侍ジャパン

の合宿をはじめとする世界レベルのスポーツ

キャンプにも対応できるよう、県有スポーツ施

設の改良・改修を行うものでございます。

次に、事業の概要でございます。

（１）の事業内容の部分に記載しております

とおり、具体的な内容としましては、県総合運

動公園内の木の花ドームの人工芝の高質化を実

施するとともに、長期荷重によるフィールドの

凹凸を解消するため、基礎となるアスファルト

の舗装工事等を実施するものでございます。

成果指標といたしましては、県外からのキャ

ンプ・合宿参加者を令和３年度値12万8,578人か

ら令和７年度に22万5,000人と、約10万人増加さ

せることを目指して実施するものでございます。

事業の期間は、令和５年度から６年度の２か

年となりますので、次のページのとおり、債務

負担の設定を併せてお願いするものでございま

して、２か年合わせての工事費は４億円を想定

しております。

続きまして、議案第17号「宮崎県観光振興計

画の変更について」、御説明いたします。

資料の42ページを御覧ください。

振興計画の変更の趣旨でございますが、１の

趣旨に記載のとおり、新型コロナウイルス感染

症による旅行需要の減少、あるいは、観光ニー

ズの多様化やデジタル化の推進、持続可能性に

対する意識の高まりなど、観光を取り巻く環境

が大きく変化している中、本県観光の振興を県

政の重要な課題と位置づけながら、総合的かつ

計画的に観光振興に取り組む計画として、宮崎

県観光振興計画を変更するものでございます。

資料の下半分に、変更の経緯を記載しており

ます。計画の変更に当たっては、市町村や市町

村の観光協会、あるいは観光事業者との意見交

換をこれまで実施しておりますし、観光審議会
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という有識者の会議で計画案を御審議いただい

ておりました。本委員会におきましても、随時

御報告さしあげておりまして、前回の２月定例

会の常任委員会では、計画の素案をお示しさせ

ていただいたところでございます。その後、計

画の素案につきましてパブリックコメントの手

続を実施して、５月に開催した観光審議会で最

終案を取りまとめ、県への答申をいただいてお

りまして、今回、本議案としてお諮りするもの

でございます。

具体的な概要については、43ページ以降で説

明させていただきます。

43ページを御覧ください。

計画の概要についてでございます。（１）の位

置づけは、県の総合計画長期ビジョンの具体化

を図るための観光に関する分野別計画でありま

して、推進期間は令和５年度から４年間の計画

となっております。目指す姿といたしまして、

地域社会の活性化や観光資源の掘り起こし、磨

き上げ、あるいは、効果的な情報発信、スポー

ツランドみやざき、そういった点をポイントに

置きながら、「魅力実感！感動と元気あふれる「観

光みやざき」～Ｃｈａｌｌｅｎｇｅみやざき、

新しい景色へ～」を本県観光のスローガンとし

て取り組んでまいりたいと考えております。

具体的な内容ですが、資料の45ページを御覧

ください。

計画案の概要について、まず、計画の前段部

分でございますが、本県の観光の現状と課題に

ついて整理したものでございます。上から２つ

目の枠にございます本県観光の現状としまして

は、日帰り客が７割以上であり、宿泊を伴わな

い通過型の観光が多くなっていることや、九州

外からの観光客が少ない、インバウンド事業が

他県と比べて十分に取り組めていないといった

状況がございます。このため、本県観光の課題

にございますとおり、周遊滞在型観光の推進や

外国人観光客も含めた九州外からの誘客、多様

化する観光ニーズへの対応といった点に取り組

む必要がございます。

続きまして、資料46ページを御覧ください。

そういった課題を踏まえまして、基本方針の

欄にありますとおり、宮崎の魅力を最大限に生

かした観光の推進、観光サービスの高付加価値

化、持続可能性を考慮した観光への取組、戦略

的なプロモーション、デジタル技術の活用、こ

ういった点を個別の施策にまたがる基本方針と

して掲げ、具体的なプロジェクトに取り組んで

いく内容になっております。

取り組むプロジェクトといたしましては、資

料の下半分に記載のとおりでございますが、プ

ロジェクトの（１）、国内外から選ばれる観光地

域づくりについては、周遊・滞在型観光推進の

ための観光資源の磨き上げや新しい観光スタイ

ルに対応した様々な取組、（２）、みやざきの強

みを生かした誘客の推進については、本県なら

ではのテーマ型の観光の推進や観光関連事業者

等との連携、広域連携を踏まえた取組の推進、

（３）、外国人観光客の誘致強化・推進について

は、東アジアを重点地域とした誘客対策に併せ

て、欧米豪や富裕層といった新規市場の開拓を

進めてまいります。（４）、「スポーツランドみ

やざき」の推進については、国際水準のスポー

ツの聖地としてのブランド力向上、スポーツキャ

ンプ・合宿及びスポーツイベントの全県化、通

年化、多種目化の推進等に取り組んでまいりま

す。

最後に、資料47ページでございます。

こういった取組を進めることで、数値目標も

計画の中で設定しておりまして、７つの成果指
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標を設定しております。観光入込客数や宿泊者

数、観光消費額の数値については、国の観光立

国推進基本計画において、令和７年度に令和元

年度の水準まで戻すという目標が設定されてい

ることを踏まえまして、本県の計画においても

それを踏襲しつつ、目標期間の最終年度が令和

８年度でございますので、それプラス一定の増

加率を掛けた数値として設定しているものでご

ざいます。

○山台国際・経済交流課長 国際・経済交流課

の６月補正について御説明いたします。

委員会資料の33ページを御覧ください。

当課の６月補正予算は、左から２列目、8,900

万4,000円の増額をお願いしております。この補

正により、補正後の当課の予算は、右から３列

目、10億9,457万7,000円となります。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

34ページを御覧ください。

上から６行目の（事項）国際交流推進事業費

であります。説明欄の１、新規事業「「世界との

つながり」強化推進事業」1,731万3,000円です。

これは、海外を訪問し、国際交流や経済交流を

行う文化・スポーツ団体等への補助や、海外の

行政機関の幹部、スポーツ団体の長などのキー

パーソンの受入れ支援を行う事業であります。

次の（事項）貿易促進費の説明欄の１、新規

事業「「世界の活力とりこみ」強化推進事

業」2,125万6,000円であります。こちらにつき

ましては、後ほど事業資料で御説明いたします。

一番下の（事項）県産品販路拡大推進事業費

であります。

35ページを御覧ください。

説明欄の１にあります新規事業「大阪・関西

万博を見据えた県産品魅力発信強化事業」3,346

万6,000円でありますが、こちらにつきましても、

後ほど事業資料で説明いたします。

次の（事項）県外広報対策費の説明欄の１、

新規事業「ナッシーリゾートｉｎ宮崎・県外発

信事業」1,696万9,000円であります。これは、

今年８月に横浜で開催されるポケモン世界大会

に合わせて、本県のポケモンに任命されている

ナッシーを活用して県産品や観光をＰＲするほ

か、首都圏や県内で本県への誘客や周遊につな

げるためのイベント等を行うものであります。

それでは、事業資料について御説明いたしま

す。

36ページを御覧ください。

新規事業「「世界の活力とりこみ」強化推進事

業」であります。予算額は2,125万6,000円、財

源は宮崎再生基金であります。事業の目的とし

ては、北米等の新たな市場や経済成長著しいア

ジア地域との交流を通して世界の活力を取り込

み、経済交流のさらなる強化を図るものです。

事業の概要であります。

（１）事業内容としましては、①が、北米や

アジア地域において本県にゆかりのある企業と

連携した県産品フェアを行うものであり、カナ

ダやニューヨークで本県出身者が経営する高級

スーパーや、台湾やシンガポールの日系百貨店

等でのフェアを予定しております。②が、各種

団体等と連携した諸外国地域への訪問であり、

県内の食品関係団体等と海外を訪問し、現地の

キーパーソンとの意見交換や情報収集を行うと

ともに、知事によるトップセールス等を行うも

のであります。

事業の仕組みは、①は県から民間企業への委

託、②は県が実施となっております。

この事業による成果指標は、農林水産物食品

輸出額を現状の187億5,000万円から令和８年度
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には210億円としており、事業の期間は令和５年

度から７年度の３年間であります。

続きまして、37ページを御覧ください。

新規事業「大阪・関西万博を見据えた県産品

魅力発信強化事業」であります。予算額は3,346

万6,000円、財源は宮崎再生基金であります。事

業の目的としては、2025年─令和７年の大阪

・関西万博に向け、高まる関西圏の経済活力を

取り込むため、県産品を知る・見る・買える機

会の創出を通じた県産品の認知度向上、販路拡

大を図るものであります。

事業の概要であります。

（１）事業内容としましては、①の常設アン

テナショップの設置を視野に入れたポップアッ

プショップ出店では、令和７年度の民設民営ア

ンテナショップの設置を視野に、今年度は大阪

市中心部３地域で駅の構内や店舗の空きスペー

ス等に期間限定で県産品を取り扱うポップアッ

プショップの出店を行うものであります。また、

②の宮崎県ゆかりの店と連携したイベント開催

では、関西圏に約50店舗あるゆかりの店と連携

し、スマートフォンを活用したデジタルスタン

プラリー等のイベントを行うこととしており、

③の関西メディアでの県産品プロモーションに

おいて、テレビ番組等とのタイアップ等により

県産品のＰＲに取り組みます。最後に、④の関

西圏の大規模展示商談会への出展支援では、県

としては初めての出展となる関西最大規模の展

示会「フードスタイル関西」において、県内か

ら参加される事業者の方々に対し、出展料や会

場装飾等の支援を行うものであります。

事業の仕組みとしましては、県から民間企業

へ委託することとしております。

成果指標としましては、ポップアップショッ

プ来店者について、令和３年に大阪・梅田駅地

下で行った実績の1, 1 1 6名から令和７年に

は6,000名への増加、商談会成約額について、令

和４年の中規模の商談会での実績1,026万2,000

円から令和７年に2,000万円への増加を目指して

おります。

事業の期間は、令和５年度から７年度までの

３年間であります。

続きまして、資料の48ページを御覧ください。

議案第19号「みやざきグローバルプランの変

更について」御説明いたします。

本計画は、令和元年６月に策定したみやざき

グローバルプランについて、令和元年度から令

和４年度の計画年度が満了したことから、１、

趣旨の１つ目にありますように、世界情勢が大

きく変動する中、世界の潮流を見極め、変化に

的確に対応しながら、社会・経済・産業の活性

化を図ることが重要との認識の下、本県の持続

的な発展に向けて輸出促進や観光誘客による世

界の活力の取り込みや多文化共生社会づくりの

推進、グローバル社会で活躍する人づくりなど、

今後４年間のグローバル関連施策を総合的かつ

計画的に推進するための変更を行うものであり

ます。

次に、変更の経緯でありますが、本計画の変

更に当たっては、令和３年12月から令和５年３

月にかけ、県内事業者、県民、外国人住民への

アンケートや有識者による懇話会、また、骨子

案や素案について本常任委員会で御意見を伺い

ながら手続を進めてきたところであり、今年の

４月から５月に実施したパブリックコメントで

の意見も踏まえ、最終案として報告させていた

だくものであります。

２の「概要」以降につきましては、50ページ

からの概要版に沿って御説明いたします。

みやざきグローバルプランは、先ほどの改定
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趣旨の下、位置づけとしては、県総合計画のグ

ローバル関連施策に関する部門別計画、また、

多文化共生や日本語教育の推進計画としても位

置づけ、推進体制については、関係部局により

構成する推進本部による進捗管理を行うととも

に、海外拠点機能の活用、関係機関等との連携

・協働を図りながら推進してまいります。また、

推進期間につきましては、令和５年度から令和

８年度までの４年間としております。

51ページを御覧ください。

目指す姿であります。みやざきグローバルプ

ランでは、世界の活力を取り込む、世界とつな

がる、世界とともに歩むという３つの理念を掲

げ、施策Ⅰ「グローバル経済交流の強化」、施策

Ⅱ「多文化共生社会づくりの推進」、施策Ⅲ「国

際交流の促進とグローバル社会で活躍する人づ

くり」の３つの施策の柱の下、各種施策に取り

組むことで、「世界に開かれ、世界を舞台に躍動

するみやざき」を目指してまいります。

次に、３つの施策の柱ごとの主な取組につい

て御説明いたします。

52ページを御覧ください。

まず、施策Ⅰ「グローバル経済交流の強化」

につきましては、１、海外への展開促進、２、

海外からの誘致推進、３、経済交流を担う人材

の育成・確保、４、交流基盤の維持・充実の４

つの分野で取り組み、このうち、１、海外への

展開促進の取組では、人工知能を活用したマー

ケットインの商品開発など、デジタル技術の活

用による商品改良の支援やＥＣ─電子商取引

等の新たな流通チャネルの活用などの取組を

行ってまいります。また、２、海外からの誘致

推進では、海外市場のデジタルマーケティング

の推進など、コロナの中で進展したデジタル化

への対応も見据え、取組を行ってまいります。

53ページを御覧ください。

施策Ⅱ「多文化共生社会づくりの推進」につ

いては、１、外国人住民への支援について、外

国人住民向けの一元的相談窓口の運営、２、外

国人と共生する地域社会づくりの分野における

地域住民と外国人住民が相互に交流する場づく

り等に取り組んでまいります。

施策Ⅲ「国際交流の促進とグローバル社会で

活躍する人づくり」では、１、国際交流の促進

の中で、今年10月に開催する宮崎県人会世界大

会を契機とした本県出身者とのネットワークの

再構築とその活用を図りますとともに、２、グ

ローバル社会に対応できる幅広い人材の育成の

分野では、引き続き、教育現場での国際理解教

育に取り組むことと併せ、ＳＤＧｓの意識につ

いて、教育の分野で浸透を図る持続可能な開発

のための教育─ＥＳＤの取組を進めることと

しております。

54ページを御覧ください。

成果指標であります。１から５までは、経済

交流に関する指標として、農林水産物、食品の

輸出額や輸出に取り組む企業、団体数を増やす

目標などを掲げており、６から９までは、多文

化共生の意識や国際交流関連の指標として、外

国人が暮らしやすいと考える割合や県民のパス

ポート所有率などを掲げております。これらの

数値目標につきましては、庁内に設置している

推進本部の下で進捗管理を行いながら推進して

いくこととしております。

今回のグローバルプランでは、新型コロナの

影響により、現行プランでの取組が大きな制約

を受け、道半ばとなっていることから、大きな

方向性、基本的な取組や現行プランをしっかり

と継承しながら、成果指標の目標達成に向け、

各種取組を全庁的に推進してまいります。
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○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

議案について、質疑はありませんか。

○中野委員 委員会資料の31ページについて、

この木の花ドームの改修はいいことだと思うん

ですが、春に巨人軍がキャンプをしたときに、

このドームや球場を含めていろいろ要望された

んです。巨人軍の木の花ドームの要望がこのこ

とだったんですか。要望を受けての改修という

ことになっていますか。

○伊東スポーツランド推進室長 ここに説明が

ありますように、今回凸凹の改修がありますけ

れども、その辺りの改修の御要望を巨人軍から

もいただいております。

○中野委員 せっかく巨人軍が来てくれている

わけです。この前は沖縄に行ったけれども、一

生懸命、巨人軍の歓迎ムードでありました。巨

人軍が一軍も含めて前半しかいないわけですか

ら、宮崎にずっと継続していてくれるように要

望を酌んでやってほしいなと思います。その要

望を酌んでの改修だということですので、細か

くはいろいろあったんですけれども、このほか

にもあればそこも含んで、１億6,000万円で足り

るのかなと思いながら質問したところでした。

よろしくお願いいたします。

○伊東スポーツランド推進室長 巨人軍からは、

ほかにも細かい点を含めて御要望いただいてお

りますので、可能な限り対応していきたいと思っ

ております。頑張ってまいります。

○中野委員 ちょっと変わりますが、36ページ

です。成果指標の農林水産物・食品輸出額は、

僅か３年間で22億5,000万円の増とされておりま

すけれども、もう既に現状、令和５年は間違い

なく187億5,000万円なんですか。

○山台国際・経済交流課長 この187億5,000万

円につきましては、実績が判明するのに少し時

間がかかる関係もありまして、実績としては令

和３年の数字が187.5億円となります。令和５年

に判明した数字ということで、令和５年という

記入をさせていただいております。

○中野委員 いや、それでは駄目ですよ。令和

３年としてこの数字が出ているんですか。そう

すると、２年遡るから、令和５年から３年間で22

億5,000万円でも少ないと思ったのに、令和３年

の数字から５年を書いておけば─これでも少

ないと思うけれども─見ようによっては22

億5,000万円も増えたのかと思います。でも、実

際は令和３年から22億円だから、うんと少なく

見えます。やっぱり真面目に、ほかのは令和３

年度とか４年度とか現状が書いてある。県にし

てはデータがえらく早いなと。今年が令和５年

ですから、この書き方はおかしいです。皆さん

がこれでは伸びが少ないなと思ったから、令和

３年から令和５年に置き換えられたのかどうか

分かりませんけれども、短期間で増えるような

見せかけでは駄目です。もっと目標を大きくで

あれば目標をもっと大きく。これはあなたたち

の目標ではなくて、農政水産部の目標でしょう。

そこら辺とも連携を取りながら。見込みで現状

というような書き方はおかしいと思います。で

きたら真面目に令和３年と書いてほしいと思い

ます。

○山台国際・経済交流課長 委員から御指摘の

ありましたように、農政水産部と環境森林部と

合わせてこの数字とさせていただいております

が、そこはしっかり連携を図って、数字的には

今回またしっかりと年度を記載するようにした

いと思います。

○後藤委員 ２点お尋ねします。

１点目は商工政策課ですが、委員会資料12ペ

ージ、中小企業支援ネットワーク経営支援強化
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事業ということで、産学金労官というプラット

ホームの下、今日も出ました自己変革と共創の

推進の、共創の推進の一環かなと思うんですが、

多職種連携での各種エキスパートとありますけ

れども、一般コンサルティングを想定していい

んでしょうか。ほかにもいろいろな分野が入っ

てきていますけれども、どういう捉え方ですか。

○児玉経営金融支援室長 ここで想定しており

ますのは、個別の士業団体、例えば弁護士といっ

たところで、特にコンサルタントを依頼する予

定ではございません。例えば、販路開拓の専門

的なエキスパートがいる場合にはそういう方に

依頼したいと思っておりますけれども、基本的

には士業団体等の専門家にお願いする予定にし

ております。

○後藤委員 エキスパートという捉え方ですね。

分かりました。

もう１点は、観光推進課、スポーツランドみ

やざき関連ですが、27ページの改善事業「スポ

ーツキャンプ・合宿全県展開促進事業」につい

てです。スポーツキャンプ・合宿の受入れの裾

野を広げるという大きなテーマがありますし、

今回の議会でも取り上げていましたが、全県化、

通年化、多種目化を図らないと、一極集中では

ありませんけれども、なかなか全県化にならな

い。この改善事業で促進をどう図っていかれる

のか、詳しく説明してください。

○伊東スポーツランド推進室長 委員から御指

摘のありましたとおり、全県化するには多種目

化というところも非常に大事になってくると思

います。今回の補正事業につきましては、東京

の首都圏辺りのチームにこっちへ来ていただい

て、今回、新たに整備しましたトレーニングセ

ンターを中心に、各市町村で整備されている施

設も含めて、チームの御要望に応じてそういっ

た施設を見ていただいて、新たなキャンプ誘致

を図りたいという改善事業になっております。

○後藤委員 均衡な発展、全県化というのがス

ポーツランドみやざきにつながっていきますの

で、要望としては、特化しないように、どうか

よろしくお願いします。

○伊東スポーツランド推進室長 委員からお話

のあったとおり、各地域でスポーツの取組も様

々でございますので、地域に合ったスポーツ種

目を選定して全県に展開していきたいと思って

おります。

補足で一つだけ修正といいますか、先ほど中

野委員から御質問のあった、木の花ドームの件

ですけれども、今年度は１億6,000万円の事業で

すが、32ページにありますとおり、来年度の債

務負担とさせていただいて、トータルで４億円

の改修工事になっておりますので、補足で説明

させていただきます。

○内田委員 委員会資料58ページの７番目、感

染症や災害リスクへの対応の強化ということで、

大変必要なことだと思い、追加いただきありが

たいなと思いました。今回のコロナも受けて、

県内企業の緊急時の事業継続、早期復旧など、

体制強化のような整備が重要ということで、事

業継続計画の策定とか、企業の新事業展開の販

路拡大等を支援するという内容になっています。

「みやざき産業振興戦略（案）」の冊子も見せ

ていただいているんですが、31ページ、感染症

や災害リスクということで、新たなウイルスな

ど、今後もいろいろ未知なものも考えられます

が、どのようなものを想定されているかを具体

的に教えていただけたらと思います。

○佐々木商工政策課長 今回、感染症や災害リ

スクへの対応力の強化ということで、新しい項

目として策定させていただきました。基本的に
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は、今回の新型コロナウイルスのような感染症

─これも今後いろいろな新しいものが出てく

るかもしれませんけれども、そういった感染症

が広がった場合、あるいは自然災害、最近であ

れば台風、今後、場合によっては南海トラフ巨

大地震のようなものも想定されます。そういっ

たものを想定しながら、もし実際に起こったと

きに、事業者が自分たちの事業を継続できるよ

うな想定と準備をあらかじめしておきましょう

というのが事業継続力強化計画等でございます。

実際には、ＢＣＰ、いわゆる事業継続計画を

つくりましょうというのが先にあります。ただ、

これは作業的にも大変ですし、かなり難しいも

のにもなってきますので、段階的にＢＣＰに進

んでいくために、その前段として事業継続力強

化計画というものを策定していただくというこ

とを先に進めているところでございます。

この計画につきましては、我々のほうからガ

イドライン等もお示ししながら、中小あるいは

小規模事業者も計画策定ができるように、セミ

ナーの開催とか、基になるようなガイドライン

をお示ししたりすることで、計画に取り組みや

すい環境をつくるなど、取組を進めているとこ

ろでございます。

あるいは、今回、特に新型コロナの影響によ

りまして、つくっているものが売れなくなって

しまうとか、大きな影響もございましたので、

そういった場合に自分たちの事業を柔軟に変え

ていただく─新分野に進出したり、新商品を

つくっていただくといった新しい分野への挑戦

に関しても、新しい展開ができるような支援に

も併せて取り組んでいきたいと考えております。

○内田委員 現在、中小・小規模企業で、ＢＣ

Ｐを策定されている企業のパーセントがもし出

ていたら教えてください。

○佐々木商工政策課長 今回のみやざき産業振

興戦略（案）の成果指標に掲載させていただい

ております。15ページを御覧いただけますでしょ

うか。

中ほどに事業継続力強化計画の認定件数がご

ざいまして、令和４年度時点の現況値でござい

ますけれども、451件策定していただいておりま

す。今後、これらのセミナーを開催したり、計

画の策定支援をすることで、目標値としまして

は令和７年度までに1,091件まで伸ばしたいと考

えております。パーセントはまだ出ておりませ

んけれども、着実に数を増やすことで事業継続

に対する企業さんの備えを進めていきたいと考

えております。

○内田委員 今回、経営破綻された企業という

のが意外に少なかったなと思っております。た

だ、反面、ゾンビ企業が全国でもワーストとい

うことで、政府の支援とか金融機関の御支援が

あって何とか存続できている。税金も無駄になっ

ていないかなということとかも考えられる中で、

県内でどのような業種がゾンビ化しているかを

教えていただければと思います。飲食業とかも

そうだと思いますし。

○児玉経営金融支援室長 宮崎県内のゾンビ企

業の率が16.7％という数字は出ておりますが、

その中身については申し訳ありませんが、今、

手元にデータがございません。後ほどまたお知

らせいたします。

○内田委員 ゾンビ化する企業をできるだけつ

くらないほうがいいと思うんですけれども、行

政が経営的なことを破綻に持っていくとかそう

いうことはできないので、追い貸しして延命さ

せるというようなことで御苦労もいろいろある

と思いますが、ゾンビ化する企業をつくらない

ためにも、対応力の強化という視点がこういう
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計画の中にしっかり入っていかないといけない

なと感じております。優れたノウハウとか技術

力を持っている企業とかもあると思いますので、

ゾンビ化しないようにしていくぞという視点が

含まれているかどうかをお伺いしたいと思いま

す。

○佐々木商工政策課長 委員がおっしゃるとお

り、ゾンビ化しないようにというところが非常

に大事なところでございます。これまでいろん

な融資事業によりまして、ある意味、苦しい企

業の延命といいますか、事業の継続が図られた

ところではございますけれども、実際には、こ

れまで融資を受けてつないできた部分で経営の

改善とかがしっかり図られていることが非常に

重要かなと考えております。

その中で、今回お願いしております「中小企

業支援ネットワーク経営支援強化事業」がござ

います。元本の返済が始まり、経営が厳しくなっ

てきている状況もだんだんと増えてくるという

ことで、通常であれば、金融機関に御相談をし

て返済のスケジュールを見直すとか、いろいろ

なことがございますけれども、一方で、こういっ

た事業で経営そのものは継続していきながら、

実際の経営の中身を、ここに書いてありますよ

うに多職種の連携─いろんな専門家、あるい

は各分野のエキスパートの力を借りて経営の改

善を図っていただいて、健全化の取組そのもの

を進めていただくということが非常に重要だろ

うなと思っております。こういった支援を強化

することでゾンビ企業を生まないようにといい

ますか、具体的に経営そのものの改善を図って

いくことに取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○内田委員 最後に、今回、コロナを受けて、

マスクとか消毒液が大量に余ったり、アクリル

板が余ったりと、備えも大事なんですけれども、

その後の処理とか処分とか、災害後に困ったり

する状況があるかと思います。そういう災害後

の支援まで、この計画の中に、協力のところと

かにあればいいなと思っているんですが、その

あたりの考え方を教えてください。

○佐々木商工政策課長 実際に発災した後にど

んなことが起こるのかというのを、しっかりと

想像力を働かせて、どんな状況に陥るのかをきっ

ちりと予測して対策を立てるというのがこう

いった計画の上では非常に大事だと思いますの

で、これまでの災害で起こったこと、どんな状

況が発生したかというようなことをしっかりと

データとして見ていただいて、それに対する対

策をこういった計画の中に盛り込んでいくとい

うことをやっていきたいと考えております。

○児玉経営金融支援室長 すみません、先ほど、

ゾンビ企業の職種のデータというお話がありま

したけれども、申し訳ありませんが、データは

ございませんでした。

○図師委員 委員会資料の36ページの事業内容

は理解できるんですが、この説明ですと非常に

ぼんやりとした事業内容なので、もう少し詳し

い説明をいただきたいです。

例えば、本県にゆかりのある企業とはどうい

うものなのか、もしくは現地のキーパーソンと

いうのは誰なのか。そこでそういうフェアをす

る、知事によるトップセールスをしたところで、

そこの現地の人が知事を知っているわけもない

し、果たして行く意味があるのか。何をもって

効果を得ようとしているのか、そして、成果指

標の金額が一応微増にはなっているんですが、

他県と比較してこの数字が大きいのか小さいの

か、特に隣県の鹿児島、熊本や、九州内の福岡、

佐賀の海外への輸出額と比べて本県はどういう
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位置にあるのか。そのあたりをちょっと相対的

にお伺いしたいです。

○山台国際・経済交流課長 委員会資料36ペー

ジの事業について御説明させていただきます。

まず、事業内容の１につきまして、北米・ア

ジア地域において本県にゆかりのある企業と記

載している部分でございます。

この事業で想定しておりますのは、県内の延

岡市の水産会社の方が、ニューヨークで同社の

現地法人を運営しておられますので、そちらが

経営しておられる小売店とコラボしたプロモー

ションを予定しております。

さらに、カナダでも、都城市の企業の姉妹会

社が展開しておられますスーパーで、加工品を

中心に県産品フェアを10日程度実施する予定に

しております。

また、台湾におきましては、地域商社と連携

して日本食小売チェーン店との共同イベント、

あるいはホテル等でのレストランフェアを予定

しています。

②の現地キーパーソンにつきまして、想定し

ておりますのは、ビジネス界のキーパーソンと

いうことで、例えば、県産品を現地で取り扱う

デパート、企業の経営者、それからアメリカ辺

りですと、焼酎の輸出拡大に向けて取り組んで、

結果的に輸出拡大につながるような、例えばトッ

プバーテンダーとか、あとはロサンゼルスでス

パを経営する方に本県出身者がおられますので、

そのあたりの方を現地のキーパーソンというふ

うに本事業では予定をさせていただいておりま

す。

それから、成果指標の農林水産物・食品輸出

額の九州各県を含めた他県の状況につきまして

は、少しお時間をいただいて、後ほど御報告さ

せていただきたいと思います。

○図師委員 ニューヨークやカナダで県の水産

会社と連携してフェアを行うとかいうことなん

ですが、加工品の販売は宮崎の水産加工品の販

売を向こうでされているんですか。これは輸出

上の問題とかは今はないんですか。

○山台国際・経済交流課長 水産会社のニュー

ヨークで展開されている会社につきましては、

現地法人をつくっておられまして、同社が魚の

卸しとかをレストラン数店舗とされています。

商品については、全てが宮崎県産品というわけ

ではないと思いますが、今回は県産品、加工品

を中心に持っていって、向こうでフェアをした

いと考えております。

○図師委員 これは定期輸出につながるんです

か。

○山台国際・経済交流課長 まずはつながるか

どうかを、初めての取組ですので、この事業で

試験的に実施させていただきたいと思っており

ます。

○図師委員 フェアを打てるとは思うんですが、

貿易とか、検疫とか、そのあたりの公的な障壁

というのは取り除けるんですか。

○山台国際・経済交流課長 委員がおっしゃる

ように障壁等につきましても、当然、この取組

の中に出てくる部分があると思いますので、そ

こは現状で可能なこと、そうでないことを踏ま

えて、事業でできる部分をしっかりと取り組ん

でいきたいと思っております。

○図師委員 もちろん将来的な展望を持ってこ

ういうフェアを打たれていくと思うんですが、

何が言いたいかというと、打ち上げ花火で終わっ

ても何にもならないということです。そこに行っ

て、知事が、どうぞ皆さん、今回フェアで加工

品を作ってきましたと言ったところで、その後

につながらなければ意味もないので。３年後に
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は検疫の品目を増やして、その中にこの水産の

加工品を入れるので、今回フェアを打つように

していますとか、ただ行ってやって終わりでは

ないと私は信じております。今後、この事業が

どう推移していくのかを非常に期待していると

ころです。

あと、台湾のレストランでフェアをするとか、

トップバーテンダーに宮崎の焼酎とか、宮崎の

アルコール関係を使ってカクテルを作っても

らって出すんでしょうけれども、それが向こう

でどのくらいの消費量になって、焼酎の輸出が

何％ぐらい伸びますよとか、そういう戦略的な

数字をもってこういうフェアを打たれるのか。

バーテンダーが来てカクテルを何杯作って何万

人の人がそれを飲むのかとか、何かビジョンが

あられるんですか。

○山台国際・経済交流課長 委員御指摘のよう

に戦略的に事業を進めることは非常に重要だと

思っております。

今回、今後の焼酎の消費量がどれぐらい伸び

るかというところまで、まだ見込めない部分は

ございます。申し訳ありませんが、この事業に

ついては、まずはテストマーケティングをさせ

ていただくということで、トップバーテンダー

につきましては、以前から宮崎の焼酎について

内容を御存じの方、認知していただいている方

に海外で、あるいはアメリカで展開するに当たっ

て、焼酎の使い方とかを含めて、今回リサーチ

をさせていただきたいと思っております。

なお、結果につきましては３年間の事業でご

ざいますので、しっかりと実績を踏まえながら

成果につながるように持っていきたいと思って

おります。

○図師委員 私としてはこの台湾の事業とかは

ぜひ現地を見させていただきたいとも思います。

繰り返しになりますが、やって終わりではなく

て、その後の定期的な輸出とか、輸出量の増に

つながるよう、もちろんこの３か年のうちでリ

サーチしながら、どこにそういうマーケットが

あるのか、どことマッチングすればいいのかを

調べられると思うんですが、その推移をぜひま

た御報告をいただければと思います。

○飯塚商工観光労働部次長 委員の御指摘のと

おり、打ち上げ花火にならないように、ここに

も書いてありますけれども、もちろん県内の各

種団体、酒造組合とか、いろんなところと作戦

を練って、また、行った会社がまた個別につな

がっていくように、いろいろ考えながらやって

いきたいと思います。特に、知事のトップセー

ルスと書いてありますけれども、イメージとし

てはイベントにはっぴを着て出るようなイメー

ジじゃなくて、各会社のトップと会ったり、各

企業と会ったりして、そういう本気度を見せる

という意味もございますので、そういうことで

お考えいただければと思います。

○山台国際・経済交流課長 先ほど委員から質

問のありました成果指標の各県の状況につきま

しては、データが手元にございませんので、入

手でき次第、また御報告ということでよろしい

でしょうか。

○図師委員 私も手元にその資料があるわけで

はないですが、やっぱり宮崎県の海外輸出の成

果指標もですが、額が非常に小さくて、他県と

比べるとまだまだ戦略的な取組が小さいんじゃ

ないかという話も聞いております。

さらに高い数値目標を持ちながら活動してい

ただければと思います。

それに関連して、委員会資料59ページのみや

ざき産業振興戦略の内容で、やはり海外への展

開促進とありまして、今の事業も関連するんで
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すが、マーケティングによって今後の販路拡大

を計画的に図っていかれると思うんですけれど

も、ターゲットとする国、もしくはどういう経

済圏とか、富裕所得層とか、そういうものを絞

り込んでこういう海外展開をされるのかなとい

うことが気になります。

といいますのが、今までも商工観光労働部関

連で、常任委員会でいろいろなところを視察さ

せていただきました。行く先々で、台湾に行っ

ても、香港に行っても、韓国に行っても、上海

に行っても、もう他県がどんどん来ているとこ

ろを、特にこの宮崎牛にしても焼酎にしてもで

すが、輸出可能な品目に関しても、もう後追い

後追いの感が否めないんです。

鹿児島牛にしても、佐賀牛にしても、神戸牛

にしても、松坂牛にしても、もう行くところ行

くところ、先に和牛のブランド、焼酎にしても

酒にしてもですが、後追い感が否めない。もっ

と先を見た、もちろんヨーロッパとか北米とい

うのは、他県に先んじて手を打っているんだと

は思うのですが、殊、アジア、東南アジアに関

しても、もっと、今、人口が爆発的に伸びてい

るインドにしても、インドネシアにしても、フィ

リピン、ベトナム、カンボジア、そこの富裕層

にもっと他県に先がけてというか、ブルーオー

シャンのところに先手を打っていくような戦略

が、もっと宮崎はあっていいと思うんです。

ここでいう海外の展開促進の具体的なビジョン、

大まかでいいんですが、どういうもの、どうい

う国、どういう所得層に狙いを絞っていこうと

されているのか教えていただければと思います。

○佐々木商工政策課長 今、御指摘があったと

おり、ターゲットをあらかじめ絞っていくとい

うのは非常に大事な戦略だと思っておりますが、

具体的に、今どこに一番可能性があるのかを突

き止めるのは非常に難しいのもまた一方ではご

ざいます。

私どももジェトロあたりから、どんなところ

がいいのかというような情報を様々聞き取った

り、過去のいろんなテストマーケティング等の

データとかも一定程度持ってはいるところでご

ざいますが、じゃあターゲットとして今はどこ

ですよというようなところがばしっと出るかと

いうと、そこは非常になかなか難しいというの

は一方でございます。

59ページに書いてあります海外への展開促進

という部分でいいますと、もちろんそういった

ところもやりつつ、最近ではデジタル化の進展

等によりまして、要はネットワーク上での販売

ができたりだとか、ＡＩの活用による商品開発

と書いてありますが、今回ＡＩを使った海外の

嗜好に合わせた商品づくりを新たに取り組んで

いくということもございます。

様々なアプローチの仕方をしながら、当たり

を引ける確率を上げていくといいますか、そう

いったやり方で海外への展開については進めて

いくという方法が現実的なやり方なのかなと考

えているところでございます。

いずれにしても、非常に地域間の競争といい

ますか、ほかの都道府県も様々な努力をしてい

る中で、一番よさそうなところをしっかり探し

ながら取り組んでいきたいと考えております。

○図師委員 最後に、以前、大連に行ったとき

も、全然日本企業の進出がないし、インバウン

ドの対策も今だったらどんどんアピールできま

すよと言われたり、商工会の会頭さんからもそ

ういうアドバイスをいただいたり、インドネシ

アのジャカルタに行ったときも、ぜひ日本の軽

微なものでいいので、医療機器の輸入をさせて

もらえないかとか、人工透析者が増えているの
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でダイアライザーを輸入させてもらえないかと

か、中古の医療機器でも何でもいいから、そう

いう販路をつくってもらえないかとか、そうい

うオーダーが来て、その都度、関係部局にはつ

なぐんですけれども、やはりまだそこには実績

がないとか、前例がないというところで、なか

なか具体的な商談にもつながっていないところ

もあるんです。繰り返しになりますが、他県の

後を追っかけるような事業展開ではなく、勇気

を持って新たなところへの販路拡大というのを、

いろんな分野において、ぜひ、特に商工政策課

に関してチャレンジしていってほしいなと思い

ますので、期待しております。

○佐藤委員長 先ほど、図師委員より、36ペー

ジ、農林水産物・食品輸出額の他県の状況につ

いて資料をということでありました。これは、

資料を全員にということでよろしいですか。

○山台国際・経済交流課長 各県の状況につき

ましては、早速調べたいと思います。統計とし

て出せる資料がございましたら提出したいと

思っております。

○中野委員 今の事業の関連ですが、知事のトッ

プセールスで、カナダに行ったりニューヨーク

に行ったりされると思うんですが、予算の2,125

万6,000円は、いろいろ数字を積み上げてこの数

字になったと思うんですが、例えば、旅費とか

交通費とか、そういうのもこの中に含んでいる

わけですか。

○山台国際・経済交流課長 海外の渡航費まで

含んだ金額となっております。

○中野委員 例えば、知事だけでどのぐらいか

かるもんですか。

○山台国際・経済交流課長 １人分の単価を

ニューヨークまで羽田から往復で39万3,000円く

らいで予算上は見ておりますけれども、これが

全てではなくて、今、知事の分だけという出し

方はちょっとしておりませんが、後ほどでよけ

れば、１人分の金額というのをまた準備して、

御報告させていただきます。

○荒神委員 委員会資料58ページの議案第20号

「みやざき産業振興戦略の変更について」の内

容説明の中で、ちょっとお尋ねしたいんですが、

宮崎県の次世代リーディング企業などに集中支

援をするという内容であったと思いますが、そ

の辺の内容と、もう一点は、外国人材の活躍促

進という内容を教えていただきたいと思います。

○佐々木商工政策課長 委員会資料の58ページ

でございますけれども、方針１の２番目、県内

経済を牽引する企業の育成というところで、宮

崎県次世代リーディング企業などへの関係機関

による集中支援を掲げております。

県内経済の活性化を図るためには、県内経済

の中で様々な企業を引っ張っていけるような、

過去でありますと成長期待企業、昨年度からは

宮崎県次世代リーディング企業というのを認定

いたしまして、関係する機関で集中的な伴走支

援をしながら、その成長を応援しているところ

でございます。

特に昨年度から始めました次世代リーディン

グ企業につきましては、コロナや物価高等のい

ろんな環境の変化に対しても、自分の事業を柔

軟に変えながら、新しい分野への進出等ができ

ているような、継続して成長ができるような企

業を認定いたしまして支援をしているところで

ございます。

こういったところを、県内企業にはモデルと

して見ていただきながら、自社の成長につなげ

ていただければということで、こういったポイ

ントを一つ、柱として据えているところでござ

います。
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続いて、人材の部分での外国人材の活用の促

進につきましては、様々、在留期間等の制度の

変更とかもある中で、本県の各種分野において

も非常に重要な人材として必要になってきてい

るわけでございます。

外国人に活躍していただける分野というのは、

医療、福祉から農業、ものづくり産業等、様々

な分野がございまして、どんな人材が必要かと

いうところも、いろんな違いもございます。そ

れぞれの分野で必要な外国人の人材がどんな方

々なのか、それに対してどんなところから人が

呼んでこれるのか、あるいは、今後、いろんな

規制が変わっていく中で、外国人がどこに来て

くれるのか、選ばれるような地域というのはど

ういうところかということも課題になってくる

んだろうなと思います。

様々な分野から必要とされる外国人材の確保

に関しましては、対外的に本県を選んでいただ

けるようなＰＲ、あるいは実際に本県が選んで

いただけるために、本県に外国人の方がお住ま

いになるときの生活のサポート等も含めて、働

きやすい地域となれるように、環境整備も含め

て、外国人材が宮崎を選んで、宮崎県内の企業

で働いてもらえるような準備について、トータ

ルで検討しながら進めてまいりたいと考えてお

ります。

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、正午になり

ますので、続きは午後１時10分からということ

でよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは午後１時10分からの再

開といたします。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時８分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

○山台国際・経済交流課長 午前中に委員会資

料の36ページの事業につきまして、図師委員と

中野委員から質問がございました件について、

説明させていただきたいと思います。

まず、この36ページの「「世界の活力とりこみ」

強化推進事業」でございますが、この金額が総

額で2,125万6,000円ということで、この中に旅

費等も含まれるのかという問いにつきましては、

含まれておりますという回答をさせていただい

たところです。

その中で、知事がトップセールスに行ったと

きに要する経費がどれぐらいかという御質問が

ありましたが、実際のところ、予算積算上は知

事の分として幾らという積算はしておらず、一

般職員が渡航する際の積算ということで、見積

りをさせていただいているところでございます。

仮に知事がトップセールスに行くとなりまし

たら、その予算の中で対応させていただくとい

うことで考えております。

もう一点、成果指標の九州各県等のよそと比

較するような数字がないのかという、図師委員

からの質問がございました。この件につきまし

ては、九州各県が輸出に取り組む品目が基本的

にそれぞれ違うという点もございまして、単純

比較ができないというのがございます。

そういう中で、例えば、熊本県とか鹿児島県

の数字については、農林水産物というふうなく

くりでいきますと、ほぼ比較ができそうな数字

でありますが、完全に同じ状態ではないという

ことを踏まえた上で、金額を報告させていただ

きたいと思います。

まず、熊本県の令和３年度の実績が約95

億9,000万円、それから鹿児島県の令和３年度の
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実績が311億円、これに対して宮崎県の令和３年

度が174億円と─すみません、説明が漏れてお

りましたが、熊本県は主要な農林水産物という

くくりで、これはそれぞれの県が独自に調査し

て報告している数字ですので、統一的な観点で

の比較は単純にできなかったということを御報

告させていただきたいと思います。

○荒神委員 先ほど説明をいただきましたが、

これはみやざき産業振興戦略の変更についてと

いうくくりであったわけですので、この成長期

待企業、また次世代のリーディング企業などを

集中的に支援するという内容であれば、どうい

うところが変更になって、どういう企業にされ

るのか、その経緯など、その辺をお尋ねいたし

ます。

○佐々木商工政策課長 今、御質問いただいた

変更した部分はどこかでございますが、前回の

戦略でございますと、次世代リーディング企業

というのは記載がございませんで、成長期待企

業の集中的な支援、産学官連携による集中的な

支援ということが前回上げられておりました。

その後、集中支援に取り組んできましたが、

新型コロナの感染の拡大や物価高等の影響を背

景に、成長期待企業の中には売上や雇用が当初

の予定どおり伸びなかった、実績が上がらなかっ

たところもございました。

そういった様々な環境の変化の中でも、自ら

の事業を新しい分野に進出するなど、様々な取

組によって強靱な事業活動ができる企業が出て

きましたので、それを踏まえて、次世代リーディ

ング企業の支援等を追加したところでございま

す。単純に右肩上がりの企業を選んで支援する

というよりも、様々な環境の変化に応じて柔軟

に事業活動を変えられるような取組ができる企

業を応援するという要素を新たに加えたという

ところでございます。

企業名としましては、例えば、県内の清武町

にワン・ステップという会社がございます。ワ

ン・ステップという会社は、これまでエア遊具、

空気を入れて膨らまして子供が遊ぶような遊具

を作っている会社でございましたけれども、コ

ロナ禍を踏まえて、病院の内外で感染症の患者

を取り扱えるような陰圧室という医療用の製品

を出したりというような違う分野─遊具から

医療分野に進出する、そういった新しい取組が

できる企業を新たに認定して支援するというこ

とをやっております。

○荒神委員 成長期待企業というのは、全てに

おいて期待するべきであって、次世代のリーディ

ング企業といっても、どの分野の業種において

もそういう価値はあると思うんです。そのすみ

分けというのはどういうふうになっているのか

なというのが気になるんですけれども。

○佐々木商工政策課長 成長期待企業の認定そ

のものは一昨年までで終えております。成長期

待企業の要件といいますか、おおむね支援によっ

て売上が30億円を超えるぐらいのレベルにまで

成長できるような企業を基本的には応援してお

ります。次世代リーディング企業に関しまして

は、先ほど申し上げたように、既存の事業分野

以外でも柔軟に事業内容が変えられたりだとか、

条件によって自分たちが成長していける方向性

を探して、自己変革と計画の中では書いてあり

ますけれども、自ら変革ができるような企業を

新たに選定して支援をするものでございます。

ただ、荒神委員がおっしゃられたように、い

ずれにしても高い成長性がある企業というのは、

我々としては一生懸命応援したいと思っており

ますので、名称そのものは少し変えております

けれども、引き続き県内の企業を引っ張ってい
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けるような企業に関しましては、しっかり応援

しながら成長させるような取組を進めてまいり

たいと思っております。

○荒神委員 全ての企業において応援していた

だかなければいけないわけですが、今、支援す

る、また該当する業種というのはどのような内

容なんですか。

○鍋島企業振興課長 まず、企業成長ですけれ

ども、県内でいいますと、例えば、レタス巻で

有名な一平とか、そういったところを支援して

おります。

その後の次世代リーディング企業は、先ほど

佐々木課長からございましたけれども、ワン・

ステップという空気遊具を取り扱っているとこ

ろが、今度は新たに医療分野で─コロナが流

行して、その区切られた空間を陰圧に保てるよ

うに、だから外に出ていかないような形でもっ

て対応するというふうなところで……。

○丸山商工観光労働部長 私のほうから総括的

なお話をさせていただきますけれども、県内の

企業は中小企業がほとんどでございます。県北

の旭化成とか県南の王子製紙とか、大きい企業

はもちろんありますけれども、どうしても宮崎

県の産業の一般的な見方としまして、中小企業、

しかも他県と比べたり全国的に見ても、大きく

飛躍していこうというところが、なかなか少な

いというのがこれまでずっと課題でございます。

その中で、当然ながら、いろんな企業を支援

していくという前提は一緒なんですけれども、

その中でもここに書いていますとおり、県内経

済を牽引するようなリーダーの企業をつくって

いきたいという思いで、長年、商工観光労働部

はこういう柱立てをしております。

その時々で、このときは成長期待企業という

名称をもって、関係団体で認定をしまして、今、

出てきました一平とか、そういう企業が過去に

認定されたんですけれども、そういうときに集

中的に施策を行って─県や国のいろんな事業

がありますけれども、まさに県をリードしても

らうという企業を育てていこうという事業に取

り組んできたというのを、この中で書いており

まして、そこをさらに続けていこう、集中支援

していこうという柱立てでございます。

現在は、宮崎県リーディング企業ということ

で、名称を含めて、新たに取り組んでいこうと

いう趣旨で書いております。

荒神委員がおっしゃったように、当然ながら

全般的に支援していくんですけれども、ここで

は柱を立てていこうというような意味で使って

いると御理解いただければと思います。

○荒神委員 見守っていきたいと思います。

次に、外国人材の活躍とあるんですが、これ

は外国人の方々がいろいろといらっしゃるわけ

ですけれども、この暮らしの支援というのはど

ういう外国人に向けての支援が入っているのか

お尋ねいたします。

○山台国際・経済交流課長 外国人の支援につ

きましては、外国人の一般的な生活面での支援

を、県のほうで対応させていただいております。

相談は生活全般ということで、情報提供であり

ますとか、相談を受けたりとか、そういった窓

口をみやざき外国人サポートセンターというと

ころがございまして、そちらで対応をしており

ます。

○荒神委員 生活支援ということであれば、日

常生活の中で、特に中山間地域、また交通弱者

的な地域においては、やはり交通体制、その辺

の支援も、話題なり要望なりに上がっていると

思うんですが、その辺の支援はどのような内容

になっていますか。
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○山台国際・経済交流課長 医療の面でありま

すとか、例えば、一般的な日常生活におけるご

みの出し方とか、そういったことまで含めて、

相談は広くサポートセンターには入っておりま

す。言葉の面で対応できるような体制を今サポ

ートセンターが持っていまして、例えば、交通

弱者に対する交通面での支援とか、そういうこ

とはやっておりません。あくまで相談に対する

支援という立場でやっております。

○川畑観光経済交流局長 外国人の方々が、そ

れぞれの地域で極力支障がないように生活して

いくことが大事だということでございます。

御指摘の交通機関の部分につきましても、中

山間地域とか、それぞれの特性に応じていろい

ろな機関がありますが、日本人の方も同じよう

に御不自由な面があろうかと思いますので、同

様に対策が必要だと思います。そういう意味で

は、どういうところにお尋ねすればいいかとか、

そういう機関を御紹介したりとか、市町村とも

連携しながら、きめ細かい交通の利用について

フォローしていくというような形になろうかと

思っております。

○荒神委員 所管でないかもしれないんですけ

れども、以前、課長からお話を聞いたんですが、

やはり交通弱者の方々は、日本人であれば運転

免許を取得するんですが、外国の方はその免許

を取得ができない。であれば、ここに書いてあ

るように、日常のいろんなサポートの中で、そ

の御相談事の中にあると思うんです。やはり商

工観光労働部として、受入れ・雇用して、日常

生活の中の交通対策についてはどういう連携を

取っていらっしゃるのかな、このサポートの中

に入っているのかなというように思ったもので

すから、お尋ねするところです。

○川畑観光経済交流局長 全く御指摘のとおり

でございます。つぶさに、それぞれのお声とか、

私は、今、手元で承知してございませんけれど

も、そういった方々、外国人の方ならではの戸

惑いであるとか、不自由であるというような声

については、しっかりと今後もお聞きした上で、

どういうことが県なり行政としてできるのかと

いうことについて、しっかりと情報提供なり共

有をして、少しでも支障がないような形ででき

るように、今後も注視して、しっかりと取り組

んでまいりたいと思っております。

○荒神委員 連携を取っていただいて、よろし

くお願いいたします。

○佐藤委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○佐々木商工政策課長 報告事項といたしまし

て、令和４年度宮崎県繰越明許費繰越計算書の

御説明をしたいと思います。

委員会資料の62ページをお開きください。

令和４年度宮崎県繰越明許費繰越計算書でご

ざいます。

次の63ページには、令和４年度宮崎県事故繰

越し繰越計算書を資料として提出しています。

本年２月の定例会で御承認いただきました繰

越明許費等につきまして、繰越額が確定したこ

となどから御報告するものでございます。繰越

明許費に関するものが６事業、事故繰越しに関

するものが２事業でございます。

では、まず常任委員会資料の62ページの繰越

明許費に関するものでございます。

一番上、小規模事業者新事業展開等支援事業

は、小規模事業者が新事業展開や販路開拓に取
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り組むための経費を支援する事業でございます

が、事業者の取組期間等を十分に確保するため

に繰越しをするものでございます。

２番目の商工業者再建支援補助金は、昨年９

月の台風第14号により被災した事業者の事業継

続を支援し、地域経済の復旧、復興に取り組む

ための事業でございますが、資材等の納品に日

時を要したり、事業期間内に工事が完了しなかっ

たことや、被災による環境の変化により申請が

できない事業者などがありまして、そういった

ものを支援するために繰越しをしたものでござ

います。

次に、３番目、みやざき商店街等ＩＴ導入支

援事業は、キャッシュレス決済やＰＯＳレジ等

のデジタル技術を活用した生産性向上に取り組

む商店街等を支援する事業でございますが、事

業者の取組期間等を十分に確保するために繰越

しをしたものでございます。

４番目、県・市町村連携プレミアム付商品券

等発行事業は、県が市町村と連携してプレミア

ム付き商品券等を発行することで、県民の負担

を軽減しつつ消費を喚起し、コロナ禍の長期化

や物価高騰等の影響により落ち込んだ地域経済

の回復を図る事業でございますが、市町村にお

ける十分な準備期間を確保するために繰越しを

行ったものでございます。

５番目、観光みやざき回復支援事業は、国の

地域観光事業支援を活用し、全国向けの県内宿

泊等の割引支援を行う事業でございますが、国

の事業実施が今年度まで引き続くこととされた

ことから、繰越しを行ったものでございます。

６番目、ポストコロナを見据えた観光誘客促

進事業は、観光需要の早期回復を図るとともに、

観光関連産業を支援するために、県内周遊を促

進するキャンペーンなどを実施する事業でござ

いますが、昨年度から実施されている国の支援

事業に併せて、効果的に事業を実施するために

繰越しを行ったものでございます。

続きまして、資料の63ページ、事故繰越に関

するものでございます。

一番上、ポストコロナを見据えた食品製造業

支援事業は、食品製造業者が抱える製造工程や、

労働環境の課題などの改善を支援する事業であ

りますが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、補助事業者が導入を予定していた食品製

造関連機器の納品に日時を要したことにより、

繰越しをしたものでございます。

次に、２番目、屋外型トレーニングセンター

開設準備事業は、屋外型トレーニングセンター

の供用開始に当たり、施設の資機材整備や利用

受付の委託などを行う事業でございますが、世

界的な半導体不足の影響によりまして、トレー

ニングセンターに導入を予定しておりました海

外製の部品を使用したスコアボードの納品に日

時を要したことにより、繰越しをしたものでご

ざいます。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、その他報告事項に関

する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○児玉経営金融支援室長 常任委員会資料64ペ

ージを御覧ください。

まず、経営者保証を不要とする創業関連融資

メニューの追加等について説明いたします。

まず、１、概要の（１）にありますように、

国では経営者保証に依存しない融資慣行を加速

させ、創業や再チャレンジなどを促進するため
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に、今年３月にスタートアップ創出促進保証を

新たに創設いたしましたことから、本県におき

ましても、この保証制度を活用いたしまして、

県中小企業融資制度において、表の創業関連融

資メニュー比較にありますように、③の経営者

保証解除型貸付を新たな融資メニューとして追

加するものでございます。

融資の内容につきましては、創業関連融資変

更内容の右端③の経営者保証解除型貸付にあり

ますように、融資限度額が3,500万円、返済期間

は記載のとおりでございます。

また、保証料率は事業者が県信用保証協会に

支払うものでございますが、0.6％とし、ＵＩＪ

ターン者、中山間地域などでの創業者等につい

ては、さらに上乗せで0.1％軽減するということ

にしております。

次に、表の既存制度の一部改正につきまして

は、①の創業貸付が保証種別を一般保証から、

同じく国が創設しております創業関連保証に活

用することによりまして、保証料をこれまで

の0.75％から0.4％に引き下げまして、中小企業

者の負担を軽減するとしております。

また、創業貸付については、融資限度額がこ

れまでの１億円から3,500万円に引き下げられま

すけれども、これは創業関連保証を活用します

と融資上限が3,500万円に制限されるためでござ

います。

次に、表の既存制度の②再チャレンジ応援貸

付につきましては、融資限度額などには変更ご

ざいませんが、新たにＵＩＪターン者、中山間

地域等に対する特例を設け、保証料率をこれま

での0.4％からさらに0.1％軽減するものでござ

います。

融資利率につきましては、返済期間によって

異なりますけれども、創業関連融資では共通し

て１％～1.5％としております。

２の予算でございますが、県融資制度の運用

経費としまして、当初予算で中小企業金融対策

費543億円を計上しておりますので、この予算の

中で実施していきたいと考えております。

続きまして、資料の65ページでございます。

宮崎カーフェリー株式会社の経営状況等につ

いて説明いたします。

まず、（１）の輸送実績でございますが、令和

４年４月と10月に、それぞれ新船が就航し、表

にありますように、令和４年度は、貨物、トラッ

クドライバーを含む総旅客及び一般旅客とも前

年から増加しておりますけれども、令和元年の

コロナ前と比較しますと、まだその水準までは

回復していないという状況にあります。

（２）の収支見込みでありますが、令和４年

度は、貨物、旅客ともに回復傾向にありました

ことから、営業収益は増加する一方で、国の燃

料油価格激変緩和措置などにより、燃料費が減

少したことに伴い、経常収支は４億7,300万円と、

３期ぶりの黒字決算となる見込みでございます。

次に、66ページでございます。

２の新船効果についてでございます。

まず、貨物（トラック）の輸送量でございま

すが、新船ではトラック輸送能力の向上を図っ

ており、積載台数は１隻当たり旧船の130台か

ら163台に増加し、この結果、令和４年度の新船

就航後に旧船のトラック積載台数である130台を

超えて積載した便数は63便に達しております。

旧船であれば積載することができなかった累

計886台のトラックを新たに取り込むことができ

ました。

次に、右の旅客輸送量でございます。新船で

は、一般旅客の個室を１隻当たり29室から106室

に増加させたほか、女性のお客様を意識したパ
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ウダールームや家族連れを意識したキッズスペ

ースなどを新設しましたことから、こうした効

果もあり、前のページに記載しておりましたが、

令和４年度の一般旅客は前年比で235％の大きな

伸びとなっております。

最後に、３の直近の状況であります。

昨年５月は新船１隻、旧船１隻での運航でし

たが、今年５月は新船２隻での運行となったこ

とや、社会経済活動の活発化などに伴い、表に

ありますように、昨年５月を上回る堅調な回復

状況となっております。

しかしながら、燃料価格の高止まりなど、取

り巻く環境は予断を許さない状況にあり、会社

としましても新船の強みを生かした営業を強化

し、需要の回復に懸命に取り組んでいくところ

でございます。

年間を通じた輸送量の回復を着実なものとす

るために、物流の2024年問題を受けたモーダル

シフトの取組をしっかりと進めていただくとと

もに、県としましても、下り荷の確保や新船の

魅力向上に対する支援を行うなど、引き続き、

関係機関と一体となって、需要回復に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○鍋島企業振興課長 次期指定管理候補者の選

定、宮崎県機械技術センター分につきまして御

報告いたします。

委員会資料67ページを御覧ください。

１、現在の管理運営状況についてであります。

まず、（１）の施設の概要でありますが、延岡

市大武町の延岡鉄工団地内にあります宮崎県機

械技術センターは、機械金属工業の振興を目的

に、センター設備の利用、機械金属工業に係る

知識、技術の習得などを支援するために設置さ

れた公の施設であり、現在は公益財団法人宮崎

県機械技術振興協会が指定管理者として管理運

営を行っております。

（２）の施設利用状況につきまして、技術指

導の件数や研修への参加者など、前期分の平均

値とともに、本期分、令和４年度までの状況を

表にまとめております。

令和元年度後半から新型コロナウイルス感染

症の影響を受けておりますが、技術指導・相談

や施設利用、依頼試験では、前期を上回る活用

が認められるとともに、（３）の施設収支状況に

つきましては、表の一番下の欄の収支差額は黒

字となっております。

68ページを御覧ください。

（４）の利便性やサービス向上、利用者増の

取組でありますが、利用者を対象とした満足度

調査や、ホームページのリニューアル、ＩＣＴ

分野の情報提供などが行われているところであ

りまして、その結果が事業の充実や利用者の増

加につながったものと、（５）にありますとおり

評価しているところでございます。

続きまして、２、次期の募集方針についてで

あります。

まず、（１）の業務の範囲でありますが、セン

ター内機械設備の利用促進、施設及び設備の維

持・保全、金属工業に係る知識や技術の普及、

材料試験や検査測定、施設の使用料・検査等に

伴う手数料の徴収、県内企業の研究開発及び新

技術導入の促進を指定管理者の行うべき業務と

いたします。

（２）の指定期間につきましては、令和６年

４月から令和11年３月までの今期と同様に５年

間とし、（３）の基準価格は、年額6,876万1,000

円、期間内５年間の総額を３億4,380万5,000円

としております。

今期の基準価格が年額6,183万円でありました

ので、年額で693万1,000円、総額で3,465万5,000



- 33 -

令和５年６月21日(水)

円の増額となりますが、これは人件費の単価及

び設備の保守点検費用を見直したことなどによ

るものでございます。

（４）の募集概要でありますが、７月６日か

ら９月７日までのおよそ２か月間、県広報やホ

ームページのほか、新聞やテレビなど、媒体を

活用いたしまして、広く応募者を募りたいと考

えております。

69ページを御覧ください。

（５）の選定でありますが、①の審査の流れ

に沿いまして、書類審査の後、②の外部委員で

構成する指定管理候補者選定委員会での審査、

右側③の庁内の委員で構成する指定管理候補者

選定会議と段階を経ながら、（６）の選定の基準

及び（７）の審査項目・配点に基づきまして、

慎重に選定してまいります。

それら一連の手続を経まして、11月の定例議

会では、審査の状況等を御報告させていただく

とともに、令和６年度から５年間の指定管理者

の指定につきまして、御審議いただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

○児玉企業立地推進局長 委員会資料の71ペー

ジを御覧ください。

令和４年度の企業立地の状況について御説明

いたします。

まず１、企業立地の目標と立地件数、雇用者

数の推移であります。

表の中ほど、ちょっと右側の列になりますが、

令和４年度の立地件数が43件でありました。ま

た、その右隣の列に記載の令和元年度から令和

４年度までの４年間の合計につきましては、上

段ですけれども、企業立地件数が150件の目標に

対し159件、最終雇用予定者数が5,000人の目標

に対して4,494人となりました。

令和４年度の企業立地の状況と主な特徴につ

きましては、２のとおりでありますが、まず製

造業につきましては、半導体関連産業の投資活

発化の動きを受けまして、半導体関連企業の増

設があったこと、それと西都市におきまして、

県内初となるハラール対応の食肉処理施設を建

設する企業の認定を行ったことによりまして、16

件の実績となりました。

情報サービス産業につきましては、システム

開発を行うＩＴ企業が、総務・管理部門などの

本社機能を一部、本県に移転するなど、18件の

認定を行ったところであります。

流通関連業につきましては、都城志布志道路

の整備効果及び残業規制強化に伴って運送業界

の人手不足が懸念されます、いわゆる2024年問

題を見据えまして、企業の投資が前倒しとなっ

たというところで、９件の立地となりました。

なお、72ページ以降に、令和４年度の立地企

業の一覧表を添付しております。後ほど御参照

いただければと思います。

○河村観光推進課長 委員会資料の75ページを

御覧ください。

資料の75ページ以降に、県営の国民宿舎の次

期指定管理者の選定について、資料としてまと

めております。これらの県営国民宿舎等の指定

管理の期間が今年度末までとなっておりますの

で、令和６年度以降の新たな指定管理者の募集

を７月以降開始するものでございます。

75ページには、県営国民宿舎えびの高原荘及

び県営えびの高原スポーツレクリエーション施

設について、現状の概況を記載しております。

（１）の施設の概要にありますとおり、同施

設については、現在、株式会社レジャークリエ

イトホールディングスが令和３年４月から来年

３月末日までの３年間、指定管理者として管理

運営を行っている状況でございます。
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（２）の施設利用状況でございますけれども、

令和４年度の宿泊者数については、旅行キャン

ペーン等の効果もありまして、前年度より増加

しておりますけれども、天候等の影響もあり、

スポレク施設─図でいいますと、一番下の列

になりますけれども、アイススケート場の利用

がコロナ禍前と比べましても十分に回復してい

ない状況にございます。

（３）の施設の収支状況でございますが、一

番下の欄を御覧ください。収支差額として赤字

が続いておりまして、令和４年度の数字でござ

いますが、一番右下の欄に記載のとおり約2,800

万円の赤字という状況になっております。

資料の76ページを御覧ください。

（４）の利便性やサービス向上、利用者増の

取組についてでございますが、委託業者でも、

季節に応じたプラン造成やイベント等を実施し

ているほか、新たな利用者の獲得に向け、自主

事業といたしまして、グランピング事業の提供

を行っているところでございます。

それらを踏まえまして、評価でございますけ

れども、基本的には管理については適正に行わ

れていると考えておりまして、令和４年度の宿

泊者数は、新型コロナウイルスの影響を受けた

令和２年度以降で最大となりましたけれども、

アイススケート場、スポレク施設の利用者が十

分に回復しなかったこと等もありまして、いま

だに厳しい状況にあると捉えております。

続きまして、資料の下半分です。

２の国民宿舎高千穂荘の関係で説明さしあげ

ます。

（１）の施設の概要にありますとおり、高千

穂荘については、現在、株式会社ケイメイが令

和３年４月から来年３月末日までの３年間、指

定管理者として管理運営を行っている状況でご

ざいます。

（２）の施設利用状況でございますが、こち

らの表に記載しておりますけれども、令和４年

度の宿泊者数はこちらも同様に増加傾向にござ

いまして、約２万3,000人の宿泊者数となってお

ります。

資料の77ページを御覧ください。

施設の収支状況でございますが、一番下の収

支差額を御覧ください。令和４年度、一番右側

でございますが、収入から支出を引いた額が

約270万円となっておりまして、その２分の１の

約138万円を県への納付金という形でいただいて

いる状況でございます。

（４）の利便性やサービス向上、利用者増の

取組といたしましては、ネット予約を中心にプ

ラン造成を行っているほか、利用者増加に向け

た取組として、日帰り入浴サービスの提供を新

たに始めたところでございます。

評価といたしましては、基本的に、こちらも

管理自体は適正に行っていただいていると思っ

ていまして、宿泊者数も令和２年度以降に最大

の数値となっておりますし、その結果、収支差

額自体も黒字化したと考えております。

資料78ページを御覧ください。

３の次期の募集方針についてでありますが、

まず、（１）の業務の範囲としましては、施設の

利用に関する業務、維持及び保全に関する業務、

施設に係る事業計画、決算等の業務でございま

して、指定期間としましては、令和６年４月１

日から５年間にしております。

（３）の県への納付金額については、施設の

厳しい経営状況等も踏まえまして、今期と同様

に基本納付金─こちらは収支が黒字か赤字か

に関わらず頂く納付金となっておりますが、そ

の年額はゼロ円としております。他方、収入が
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支出を上回った場合、つまり黒字になった場合

には追加納付金として、超過額の２分の１を県

に納めていただくような構成にしております。

（４）の募集概要につきましては、７月３日

から９月４日までのおよそ２か月間に県の公報、

ホームページ等々、様々な媒体を活用いたしま

して公募を図っていきたいと思っております。

また、米印で記載しておりますが、応募者確

保のための取組といたしまして、先ほど申し上

げたとおりですけれども、３年から５年間に指

定期間を延長しております。

それ以外に、２点目として、えびの高原の水

道設備の管理を指定管理業務から切り離すこと

としております。こちらは、現在、えびの高原

荘の水道施設の管理について、現状の指定管理

業務の中に含めた形で行っていたところでござ

いますが、給水設備が更新されたこと、それに

伴って施設設備そのものが大きくなったことや、

利水関係者が増えたことなどにより、指定管理

者の負担軽減の観点から、業務と切り離して、

別途、県から発注することとしております。

３点目として、新たな観光需要を取り込む施

策の検討及び実施にも取り組んでまいりたいと

考えております。

資料の79ページを御覧ください。

こちらは、今後の選定の流れですけれども、

①の審査の流れに沿いまして、まずは書類審査

を実施した上で、有識者から成る選定委員会を

９月下旬に実施し、これは庁内の会議ですが、

選定会議による確認という形で、段階を経なが

ら、次の80ページにありますとおり、審査項目

・配点に沿って選定していくということを考え

ております。

これら一連の手続を経てまして、11月の定例

議会におきましては、審査の状況等を報告させ

ていただくとともに、令和６年度からの５年間

の指定管理者の指定につきまして、議案として

提出を考えております。よろしくお願いいたし

ます。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他報告事項について、質疑はございませ

んか。

○工藤副委員長 委員会資料71ページからの令

和４年度の企業立地の状況についてお伺いした

いんですけれども、立地企業一覧を見ると、や

はり都城市が大変多いなと感じておりまして、

逆に宮崎市は情報関係が多いなと感じておりま

す。これは、都城志布志道路ができた影響が大

きいということだと思うんですけれども、延岡

市の九州中央道が今後しっかり通ったときに、

このような現象が起こるときに、市街化調整区

域とか農村地域があるんですけれども、それと

の関連はどのように考えていらっしゃるのかお

伺いします。

○児玉企業立地推進局長 副委員長がおっしゃ

るとおり、都城市の立地件数が多かったのは、

都城志布志道路の開通を見越してというのもあ

りますが、都城市が工業用地を都城インターに

整備をされまして、それの販売が即完了したん

ですけれども、その関係の立地が昨年度は続い

たというのが要因となっています。

延岡市は九州中央道のアクセスという面では

あり得るんですけれども、いかんせん、工業用

地がまだない状況ですので、そこがちょっと立

地が進まない、今から進むんだと思うんですけ

れども─そこが都城市に件数が多くなってい

る要因だと考えています。

○中野委員 企業誘致のことで、先ほど農林水

産物等の海外輸出で他県との比較がありました
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が、今、半導体で熊本県が中心になっています

よね。今見たら宮崎県では半導体に関連しては

１件だけです。ちなみに、他県との比較で、熊

本県は半導体の関連で、大きなＴＳＭＣとその

関連でどのくらいの企業数があったか把握はさ

れておりませんか。

○児玉企業立地推進局長 把握していません。

ただ、この前の一般質問でも知事から答弁させ

ていただいたんですけれども、令和４年度の実

績で申し上げますと、県内の半導体関連の企業

立地の件数は４件あります。

熊本県の話もですが、半導体関連については、

いろいろ企業からの問合せもありますので、話

を進めていきたいと思っています。

○中野委員 ちなみに、人吉球磨は熊本県内と

いうことで、誘致があったのかどうかは分かり

ませんが、あそこの県議から半導体の関連企業

誘致を地元にもということで、一生懸命やって

いるよという話を聞きました。

その人吉球磨のインターから、えびの市はたっ

た10分なんです。だから、立地条件は、えびの

も熊本県の関連でいいんじゃないかなと。また、

高千穂町辺りも非常に近いんです。だから、そ

ういう関連で、１件でも引っ張ってきてもらえ

ればなという気がするんです。

○児玉企業立地推進局長 考えたいと思います。

ただ、半導体関連で申し上げますと、企業の

要望としましては、熊本県から近いというのは

立地条件なんでしょうけれども、それ以外に、

それなりの用地、広い面積です。その用地が確

保できるか、用意できるかというところが問合

せではいただいています。あと、そういう水が

しっかり取れるのかというところ、そこが企業

側の条件といいますか、問合せでは多いので、

そこにちゃんと応えられるかどうかが、誘致の

大きな条件であると思います。

○中野委員 半導体は、伏流水があって、誘致

の第一条件だと聞きましたが、えびの、西諸県

郡辺りも、霧島の伏流水が物すごく出ているん

です。川内川はその伏流水で流れているような

ものですから、立地条件は一緒だと思うんです。

ぜひ。

それで、今、世の中は半導体、半導体で、国

も今言ったあそこだけで3,500億円ぐらいの補助

を出すんでしょう。だから今は半導体、半導体

の世の中ですが、世の中がもっと進んで、もっ

と先端的な研究開発がされているんです。そう

いうところに目をつけて、宮崎県が一番乗りで

やってもらえば、その中身は、あまり公表でき

ませんから言いませんが、いつでも、ひっそり

とは説明します。本当に今からというのがある

んです。

この前から立ち回った人たちのあの話じゃな

いですよ。与太話じゃなくて、別な真摯な話が

あるんです。

○児玉企業立地推進局長 ありがとうございま

す。半導体については、熊本県だけじゃなくて、

こちらにもしっかり取り込めるように取り組ん

でいきたいと思っています。

それと、県ではほかにも先端分野といいます

か、重点産業分野ということで分野を定めまし

て、例えば、自動車・航空機産業ですとか、半

導体も含めて、あとゼロカーボンの関連産業と

か、いろんなほかの分野について、重点産業分

野を定めて、特にしっかり企業にアプローチし

て、宮崎県に来ていただけるような取組を市町

村と連携してやってまいります。よろしくお願

いします。

○中野委員 今言われたそういう業界じゃない、

いろいろな話がありますから、よろしくお願い
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します。

○佐藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、以上をもって商工観

光労働部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後２時０分休憩

午後２時３分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、県土整備部長の説明を求めます。

○原口県土整備部長 県土整備部でございます。

よろしくお願いいたします。

説明に入ります前に、職員の不祥事につきま

して、御報告とおわびを申し上げます。

建築物の違反取締りを口実としまして、知り

合いの県民に対し、金券を脅し取ろうとし、恐

喝未遂罪で起訴された宮崎土木事務所職員が、

今月２日付で懲戒免職処分となりました。

服務規律の保持及び綱紀粛正につきましては、

かねてから厳しく指導してきたところでありま

すが、今回、県政全般に対する信頼を大きく失

墜させる事態が発生したことにつきまして、深

くおわび申し上げます。

このようなことが二度と起きないように、公

務員倫理の確立、全体の奉仕者としての自覚、

改めて部内職員に徹底したところであります。

今後、より一層、服務規律及び綱紀保持の徹底

を図り、県民の皆様の信頼回復に努めてまいり

ます。

続きまして、一言、お礼を申し上げます。先

月27日に、日向市で開催いたしました細島港複

合一貫輸送ターミナル整備事業着工式におきま

しては、大変お忙しい中、日高副議長をはじめ

当委員会からは、工藤副委員長と内田委員に御

出席いただきました。大変ありがとうございま

した。この場をお借りして、お礼を申し上げま

す。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、委員

会資料によりまして御説明いたします。

ここからは着席して説明させていただきます。

商工建設常任委員会資料の２ページ、目次を

御覧ください。

まず、１、予算議案につきましては、議案第

１号の補正予算案についてお願いしております。

３ページを御覧ください。

県土整備部の６月補正予算一覧でございます。

令和５年度の６月補正額は、一般会計で、太枠

で囲んでおりますＤの欄の一番上に記載のとお

り、126億7,240万6,000円であります。

その結果、６月補正後の予算額は、右のＥ欄

に記載のとおり815億6,746万4,000円となり、対

前年度比で5.4％の増となっております。また、

今回補正のない特別会計を合わせました６月補

正後の部の予算合計は、Ｅ欄の一番下に記載の

とおり836億8,251万3,000円となり、対前年度比

で5.7％の増となっております。

なお、令和５年度予算の参考資料としまして

は、７ページから11ページに、宮崎県総合計画

アクションプラン案における県土整備部の施策

体系を記載しておりますので、後ほど御覧いた

だきたいと思います。

２ページの目次にお戻りください。

ページ中ほどの２、特別議案につきましては、

宮崎県港湾管理条例の一部を改正する条例につ

いて、ほか３件について説明させていただきま

す。
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次に、３、報告事項につきまして、損害賠償

額を定めたことについて、ほか２件について報

告させていただきます。

最後に、４、その他報告事項につきまして、

次期指定管理候補者の選定について、県立都市

公園など、ほか２件について報告させていただ

きます。

詳細につきましては、担当課長等から説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

○佐藤委員長 次に、議案についての説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○市成管理課長 委員会資料の４ページを御覧

ください。

県土整備部６月補正予算の概要について御説

明いたします。

２の補助公共・交付金事業であります。左か

ら４列目のＤの列、６月補正額を御覧ください。

今回の補正は、道路、河川、砂防、港湾、住

宅、街路の各区分における国庫補助決定等に伴

うもので、一番下の計にありますように、合計

で58億3,459万8,000円の増額補正をお願いして

おります。

次に、５ページを御覧ください。

３の県単公共事業であります。左から４列目

のＤの列、６月補正額を御覧ください。

今回の補正は、道路、河川、砂防、都市公園

の各区分における補助公共・交付金事業で実施

します、国土強靱化対策との一体的な整備によ

り、一層の効果が見込まれる事業を計上してお

り、合計で68億2,200万円の増額補正をお願いし

ております。

次に、６ページを御覧ください。

課別の内訳を記載しておりますので、こちら

については後ほど御覧いただければと思います。

次に、33ページを御覧ください。

このページから34ページにかけまして、繰越

明許費についてであります。

34ページの一番下にありますとおり、22事

業、130億39万9,000円の繰り越しをお願いして

おります。

次に、35ページを御覧ください。

債務負担行為の追加であります。このページ

から36ページにかけまして、債務負担を設定す

る事業を掲げておりますが、これは道路や橋梁

などの工事請負契約等において、その工事期間

が年度をまたがりますことから、債務負担行為

の設定をお願いするものであります。

これらの債務負担行為の合計は、36ページの

一番下の計の欄にありますとおり、全部で10

件、40億6,000万円となっております。

続きまして、管理課の補正予算について御説

明いたします。

資料の13ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、左から２列目、695万円

の増額をお願いしております。その結果、補正

後の予算額は、右から３列目の20億4,404万2,000

円となります。

以下、補正の内容について御説明いたします。

次の14ページを御覧ください。

（事項）建設業指導費の説明欄、新規事業「建

設技術者事務効率化アドバイザー緊急派遣事業」

でありますが、内容については次のページで御

説明いたします。

15ページを御覧ください。

予算額は695万円で、財源は一般財源でお願い

しております。まず、事業の目的ですが、建設

業者のもとへ建設技術者の事務効率化を推進す
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るための助言などを行う民間のアドバイザーを

派遣して、総務部門への分業化やＩＴツールの

活用、サポート人材の育成などを図るものであ

ります。

背景としまして、来年４月から時間外労働の

上限規制が建設業にも適用されますが、建設産

業は労働時間が他産業に比べて長い中で、現場

で働く技術者は書類作成業務に多くの時間を費

やしているという状況があるため、事務作業の

効率化を図るものであります。

次に、事業の概要についてです。（１）事業内

容のうち、①のアドバイザー派遣ですが、企業

の働き方改革について支援実績のあるアドバイ

ザーを派遣し、ヒアリングによって課題を抽出

し、その課題の解決に向けた提言を行います。

当事業は、提言内容に沿って取組を始めるま

での伴走支援になりますが、人材育成やＩＴツ

ールの導入状況など、次年度以降もフォローアッ

プとして、当事業に参加した企業の成果を確認

してまいります。

また、②働き方改革セミナーを開催しまして、

技術者が担っていた事務作業を総務部門へ移管

している事例などを紹介し、県内建設業者の働

き方改革に関する機運を高めてまいります。

（２）事業の仕組みとしましては、事業内容

の①、②のどちらも民間事業者に委託して実施

するものです。

続きまして、（３）の成果指標ですが、事業に

参加し、業務効率化に取り組む建設業者数を60

者と想定しております。

最後に、事業の期間ですが、令和５年度から

７年度を予定しております。

○山浦道路建設課長 お手元の常任委員会資

料16ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、54億4,253万3,000円の

増額をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は202億7,722

万1,000円となります。

以下、補正の内容について御説明いたします。

17ページを御覧ください。

上から５段目の（事項）公共道路新設改良事

業費であります。これは、県が管理している国

建道の道路改良を行う事業でありまして、国庫

補助決定等により、44億5,253万3,000円の増額

を行うものであります。

次に、その下の（事項）県単特殊改良費であ

ります。これは、都城串間線などの県道におい

て、局部的な改良や待避所の設置などを行う整

備費として、９億9,000万円の増額をするもので

あります。

続きまして、議案第12号と議案第14号を御説

明いたします。

委員会資料の38ページを御覧ください。

議案第12号は、国道327号佐土の谷工区で施工

する（仮称）３号トンネル工事（１工区）に関

する工事請負契約の変更であります。

本件は、令和５年２月定例会において議決を

いただいた工事でありまして、現在、トンネル

工事の着手に向け準備工を行っております。

１の事業概要であります。当工区は、東臼杵

郡諸塚村大字七ツ山から椎葉村大字松尾の区間

で実施している道路改良事業でありまして、延

長3,400メートル、車道幅員5.5メートル、全幅

７メートル、全体事業費が約120億円であります。

次に、２の工事概要であります。39ページを

御覧ください。

上に平面図、右下にトンネルの断面図を示し

ております。トンネルの全体延長は1,000メート

ル、車道幅員5.5メートル、全幅８メートルで、

当工事は椎葉村側から延長535メートルを掘削す
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る工事であります。

前のページに戻っていただき、38ページを御

覧ください。

３の工事請負契約の概要であります。契約金

額は17億4,314万7,164円で、変更契約の金額が17

億9,902万4,719円、増額5,587万7,555円であり

ます。契約の相手方は、矢野・九建・湯川特定

建設工事共同企業体で、工期は令和５年３月14

日から令和７年３月25日までであります。

次に、４の変更理由であります。令和５年３

月から適用された公共工事設計労務単価等に係

る特例措置による請負金額の変更であります。

その内容について御説明いたします。

40ページをお開きください。

今回の特例措置による工事請負金額の変更は、

最近の全国的な労務単価の上昇を考慮し、国土

交通省が「技能労働者の適正な賃金水準の確保

について」を定めたことによるもので、それを

受けまして、県におきましても、受注者に対し

て、「「令和５年３月から適用する公共工事設計

労務単価等について」の運用に係る特例措置等

について」を通知したところです。

特例措置の適用条件は、令和５年３月１日以

降に契約を行った工事等のうち、予定価格の積

算にあたって、令和５年２月28日以前の公共工

事設計労務単価等を適用したものになります。

本工事は、下の図、右下の二重線囲みのとお

り、契約日が令和５年３月14日であり、予定価

格の積算は、左の点線囲みのとおり、令和５年

２月28日以前の旧単価を適用しており、今回受

注者からの請求があったことから、特例措置と

して令和５年３月の新単価に置き換えて、請負

金額を変更するものです。

続きまして、44ページを御覧ください。

議案第14号は、主要地方道高城山田線で施工

する（仮称）王子橋上部工工事に関する工事請

負契約の変更であります。本件も、前の議案と

同じく、令和５年２月定例会で議決をいただい

た工事でありまして、現在、橋梁上部工工事に

向けた準備工を行っております。

１の事業概要であります。当事業は、都城市

高城町の王子橋架け替えでありまして、延長760

メートル、車道幅員6.5メートル、全幅12.5メー

トル、全体事業費が約53億円であります。

次に、２の工事概要であります。

45ページを御覧ください。

上から平面図、側面図、右側に断面図を示し

ております。王子橋につきましては、平面図と

断面図にありますように、橋長257.8メートルの

鋼製桁の橋であります。

前のページに戻っていただき、44ページをお

開きください。

３の工事請負契約の概要であります。契約金

額は16億4,010万円で、変更契約の金額が16

億7,603万7,020円、増額3,593万7,020円であり

ます。契約の相手方は、日橋・清本特定建設共

同企業体で、工期は令和５年３月14日から令和

８年３月25日までであります。

次に、４の変更理由であります。こちらも前

の議案と同じく、令和５年３月から適用された

公共工事設計労務単価等に係る特例措置による

請負金額の変更であります。

○山下道路保全課長 委員会資料の18ページを

御覧ください。

当課の補正予算額は、18億5,900万円の増額を

お願いしております。その結果、右から３列目

の補正後の予算額は160億879万円となります。

以下、補正の内容について御説明いたします。

19ページをお開きください。

一番上の（事項）県単道路維持費は、トンネ
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ルの照明や防護柵など、道路施設の小規模な補

修等を行う経費といたしまして、３億円の増額

をお願いするものであります。

次に、その下の（事項）県単舗装補修費は、

道路の舗装の打ち換えなどを行う経費といたし

まして、15億5,900万円の増額をお願いするもの

であります。

続きまして、議案第13号の御説明をいたしま

す。

41ページをお開きください。

これは昨年９月、台風第14号により被災しま

した国道327号野地工区の道路災害復旧工事に関

する工事請負契約の変更であります。

本件は、令和５年２月定例会におきまして議

決をいただいた工事でありまして、現在は崩壊

箇所の路側構造物などの本体工事を進めている

ところでございます。

１の事業概要であります。当工区は、東臼杵

郡椎葉村大字松尾で実施しています災害復旧工

事でありまして、全体の延長が86メートル、幅

員が3.5～5.0メートル、全体事業費が約11億円

であります。

工事区間を２つに分割して施工しておりまし

て、今回説明いたします工事は、諸塚側のその

１の工事であります。

次に２の工事概要であります。

42ページを御覧ください。

上段に平面図、下段に断面図を示しておりま

す。本工事の復旧延長は47メートル、幅員は3.6

～5.5メートルです。

41ページを御覧ください。

形式としましては、鋼管杭を打ち込みまして、

背面にアンカーで引っ張る、アンカー付き鋼管

土留め擁壁工による復旧工事であります。

３の工事請負契約の概要であります。契約金

額は６億5,598万5,000円、変更契約の金額が６

億5,921万6,872円で、323万1,872円の増額であ

ります。

契約の相手方は、旭建設株式会社で、工期は

令和５年３月14日から令和５年12月25日までで

あります。

次に４の変更理由でございます。こちらも先

ほど道路建設課長から説明のありました議案と

同じく、令和５年３月に適用されました公共工

事設計労務単価等に係る特例措置による請負金

額の変更でございます。

○松山河川課長 お手元の常任委員会資料の20

ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、32億704万9,000円の増

額をお願いしております。その結果、補正後の

予算額は、右から３列目のとおり、206億6,751

万4,000円となります。

以下、補正の主な内容について御説明します。

21ページを御覧ください。

まず、一番上の（事項）公共河川事業費は、

国の補助事業により実施する河川改修等に要す

る経費であり、国庫補助決定等に伴い、3,404

万9,000円の増額をお願いするものであります。

次の（事項）県単河川改良費は、国の補助事

業の対象とならない河川改修や、河川の堆積土

砂除去などに要する経費でありますが、19

億2,000万円の増額であります。

主な事業は、御手洗川の河川改修工事に伴う、

橋梁の架け替え等を予定しております。

最後に、一番下の（事項）ダム施設管理事業

費は、ダムの堆積土砂除去や、ダム付属設備の

改良などに要する経費でありますが、12億5,300

万円の増額であります。

主な事業は、渡川ダムの堆積土砂除去等を予

定しております。
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○戸田砂防課長 砂防課の補正予算について御

説明いたします。

お手元の委員会資料の23ページを御覧くださ

い。

当課の補正予算額は、８億5,036万2,000円の

増額をお願いしております。その結果、補正後

の予算額は、57億7,360万1,000円となります。

続きまして、補正の主な内容について御説明

いたします。

24ページを御覧ください。

上から５段目の（事項）公共砂防事業費は、

土石流のおそれがある渓流での砂防堰堤などの

整備や、地滑り箇所での対策工事に要する経費

でありますが、国庫補助決定により３億7,036

万2,000円の増額を行うものであります。

次の（事項）県単公共砂防事業費は、砂防堰

堤や渓流において、異常出水に伴い堆積した流

木などの除去や、砂防施設等の維持修繕に要す

る経費でありますが、１億6,000万円の増額を行

うものであります。

次の（事項）県単公共急傾斜地崩壊対策事業

費は、急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕や、国

庫補助の対象とならない急傾斜地崩壊危険箇所

等において、市町村が実施する対策事業への補

助に要する経費でありますが、３億2,000万円の

増額を行うものであります。

○明比港湾課長 常任委員会資料の25ページを

御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計で６億2,600万

円の増額をお願いしております。その結果、補

正後の予算額は、一般会計が61億4,857万円とな

り、港湾整備事業特別会計15億5万9,000円と合

わせまして、当課の合計は76億4,862万9,000円

となります。

以下、補正の内容について御説明いたします。

26ページを御覧ください。

上段の（事項）公共海岸保全港湾事業費は、

津波対策として、古江港海岸ほか１港で、海岸

保全施設の整備を行うための経費でありますが、

国庫補助決定により２億8,000万円の増額を行う

ものであります。

次に、その下の（事項）公共港湾建設事業費

は、宮崎港の防砂提や延岡新港の防砂提などの

整備を行うための経費でありまして、国庫補助

決定により３億4,600万円の増額を行うものであ

ります。

続きまして、委員会資料の37ページを御覧く

ださい。

議案第４号「宮崎県港湾管理条例の一部を改

正する条例」につきまして、御説明いたします。

まず１、改正の理由でございますが、プレジャ

ーボートにつきましては、放置艇による漁業者

とのトラブル等の問題に対応するため、平成23

年度から順次、県内港湾において、係留許可制

を導入しております。

現在、唯一、許可制が未導入となっている延

岡港におきましては、国が管理する河川護岸等

に係留されているプレジャーボートが多く、条

例の対象となる港湾施設のみでは、必要な係留

施設が不足しておりましたが、河川区域内の土

地及び施設を河川法に基づく占有を受けて使用

することで確保するめどがつきましたので、そ

れらにつきましても、条例の港湾施設とし、許

可制を導入するため、所要の改正を行うもので

あります。

次に、２の改正の内容でございますが、港湾

施設の定義に、知事が規則で定める施設を追加

するものであります。ページ下の参考、港湾施

設の考え方を御覧ください。

改正前の港湾施設は、青と赤の線で囲んでい
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る港湾区域及び臨港地区の区域内にあるもの、

もしくは、区域外の国が認定した施設を指しま

すが、改正後におきましては、区域外の知事が

規則で定める施設についても港湾施設となりま

す。

最後に、３、施行期日でございますが、条例

公布の日から施行を予定しております。

○黒木都市計画課長 お手元の常任委員会資料

の28ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、５億9,674万5,000円の

増額をお願いしております。その結果、補正後

の予算額は、31億9,982万3,000円となります。

次に、29ページを御覧ください。

補正の内容について御説明します。まず、一

番上の（事項）美しい宮崎づくり推進事業費に

つきましては、885万8,000円の増額を行うもの

であります。

説明欄にあります改善事業「みんなで取り組

む「美しい宮崎づくり」推進事業」については、

後ほど御説明いたします。

次に、その下の（事項）公共街路事業費は、

都市における安全で円滑な交通の確保や、良好

な市街地の形成を図るため、街路の整備を行う

経費でありますが、国庫補助決定等に伴い、２

億6,788万7,000円の増額を行うものであります。

次に、一番下の（事項）県単都市公園整備事

業費は、都市公園施設の整備を行う経費であり

ますが、ひなた宮崎県総合運動公園内にありま

す排水機場の更新や防災放送設備の整備に伴い、

３億2,000万円の増額を行うものであります。

続きまして、資料の30ページを御覧ください。

改善事業「みんなで取り組む美しい宮崎づく

り推進事業」について御説明します。

予算額は885万8,000円で、財源は一般財源で

お願いしております。まず、事業の目的であり

ますが、景観形成に取り組む人材の育成や活動

への支援等を通じ、県民が一体となって取り組

む美しい宮崎づくりを総合的に推進することを

目的としております。

次に、事業の概要でありますが、（１）事業の

内容につきましては、まず①、美しい宮崎づく

りに取り組む多様な人材の育成では、新たな取

組として小・中・高校生の若い世代を対象とす

る景観学習への補助を行うほか、これまでにも

行ってきた景観実務者を対象とする研修会や、

県民向けセミナーの開催等に引き続き取り組む

ことで、将来にわたって美しい宮崎づくりに取

り組む人材の育成を図ってまいります。

次に、②、美しい景観の保全・創出に係る活

動への支援等では、植栽活動等の美しい宮崎づ

くりを推進する団体への補助や、景観形成活動

に取り組む団体等へのアドバイザーの派遣を行

うとともに、新たな取組として地域住民や周辺

企業と協働で取り組む植栽づくりを行うことで、

地域における美しい宮崎づくりの推進を図って

まいります。

続きまして、（２）事業の仕組みにつきまして

は、主に学校や団体への補助を考えております。

次に、（３）成果指標でありますが、景観学習

を受けた生徒の意識向上率80％以上、美しい宮

崎づくり活動団体登録数を、令和７年度まで

に450件を目指します。

最後に、事業の期間につきましては、令和５

年度から７年度を予定しております。

○松田建築住宅課長 委員会資料の31ページを

御覧ください。

当課の補正予算額は、8,376万7,000円の増額

をお願いしております。その結果、補正後の予

算額は27億7,709万3,000円となります。

以下、補正の内容について御説明します。32
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ページを御覧ください。

（事項）公共県営住宅建設事業費は、県営住

宅の整備に要する経費でございますが、国庫補

助決定等に伴い、8,376万7,000円の増額を行う

ものです。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

議案等について、質疑はありませんか。

○荒神委員 委員会資料30ページの「みんなで

取り組む「美しい宮崎づくり」推進事業」を、

教えていただきたいと思います。

小・中・高校生を対象とする景観学習の成果

指標が、意識向上率80％以上とされていますが、

この辺を具体的に教えてもらえますか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 意識向上

率80％以上というのは、小・中・高校生を対象

とする景観学習を行った際に、最後にアンケー

ト調査等を実施しまして、意識が変わったとい

う答えを集計した結果、80％以上になるように

学習を行うというものでございます。

○荒神委員 字のごとくなんですが、その内容

がどういうふうに意識向上になるのか、具体的

に景観学習というのはどういう内容を小・中・

高でされるのか、その辺を教えてもらえますか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 小・中・高

校生を対象とする景観学習の内容としては、学

生たちのレベルに応じた学習内容を、学校の先

生たちと協議して進めていくわけですが、例え

ば小学校の生徒ですと、景観というのはどうい

うものなのかと、そういった座学的な学習、そ

して校外に出まして学校の周辺にはどういう景

観があるのかといった地域での校外学習、そう

いったことを考えております。実際に体験する

ことによって、景観というのはどういうものな

のかということを学んで、その意識がどのよう

に変わったかということを、最後にアンケート

で回答をいただくということを考えております。

○荒神委員 私が理解力がないのか分かりませ

んが、具体的にどういうふうにして景観という

事業に取り組まれて、意識向上率がどういうふ

うに変化して、こうだったからここまで向上し

たという、具体的な意味がちょっと理解できな

いんです。例えば美しい宮崎づくり活動団体登

録数は令和４年度に155件あったと記載されてい

ますが、小・中・高においてはこういう授業を

して、こういうことが意識向上になったという

具体的な説明はないんですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 こちらの景

観学習については、今年度新たに取り組みたい

と考えているものなのですが、実際にどちらの

学校で開催するかというのは、これから意見を

募って決めていきます。その中で、学校として

どういうことに取り組みたいかということも、

これから対象となる学校と協議をして決めてい

くことになりますので、私たちが一応想定はし

ておりますけれども、それ以外の活動、学習と

いうことになるかもしれません。

そちらのほうを実施しまして、生徒たちの意

識が変化したかどうかをアンケートによって調

査するということでございます。

○荒神委員 委員の中で理解力がないのは私だ

けでしょうか。現状は実績が令和４年度であっ

たわけでしょう。155件というような数字が出て、

どういうことで、例えば70％であったものを、

今後80％に持っていく、この点が課題であった

とか、何か実績があってもいいのかな、小学校

においてはこういう実績をやった、高校生にお

いてはこういう実績であったと。

一つの例をいいますと、私の地元の都城地域

ですが、都城農業高校の前に歩道がありまして、

花壇があります。農業高校なのに花壇は草ぼう
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ぼう、荒れ放題、何年も市民のほうからそうい

う意見があって、普通科であればいいという問

題ではないんですけれども、農業高校であるが

ゆえに目につくというので、土木事務所に学校

を通じて連絡をいたしましたら、交通安全対策

として民間企業に委託をしていると。高校には

させないんだという内容だったんですが、今そ

れを思い出したら、この景観とかどうこうとい

うのはどういう取り方をしていったらいいのか

なと思ったものですから。その辺の兼ね合い、

学校においてそういう歩道にありながらでも安

全第一を重視されている事業の内容と、この内

容とどういうふうに景観づくりというのはつな

がるのかなと思ったものですから、その具体的

な内容が欲しかったわけなんです。もう一度聞

きますけれども、高校の内容、小学校での景観

づくりの内容というのを把握されているだけで

もいいんですけれども、教えてもらえますか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 常任委員会

資料30ページの「事業の概要」の（３）成果指

標の１行目に、意識向上率80％以上、２行目に

活動団体登録数現状155件から令和７年度450件

と記載しておりますが、この下の活動団体登録

数というのは、現在県内で道路の清掃や花壇の

花植えなどを行っている団体の登録件数の拡大

を目標としたものでございます。

上の意識向上率80％とは直接的には関係のな

い数字となっておりまして、小中学校への景観

学習というのは、今年度新たに、初めて実施す

る内容でございまして、特に昨年度までの実績

というのは今のところないところでございます。

○中野委員 私も聞いていて全く分かりません。

都市計画課美しい宮崎づくり推進室という一つ

の室を設けているんですよね。予算総額も昨年

が最終予算で23億円、今回はアップして、今度

の補正を含めて27億7,000万円を増やして、美し

い宮崎をつくろうとする推進室ですからね。そ

の中で、小・中・高校生をどのようにしていく

んだということで、新しい事業を取り組まれた

と思うんですよ。

だから、その辺のいきさつをきちんと説明さ

れたらいいんじゃないかなと僕は思うんですよ

ね。以前、沿道修景条例というのがありました

よね。あれの流れで新しい条例ができたと思う

んです。その流れでのこの課があったのかどう

か分かりませんが、その辺が関連をすれば、そ

の辺も含めてですよ。宮崎県は観光県だから、

それで沿道修景美化条例というのができて、黒

木知事の時代だと思うんですが。

それで、美しい県土づくりをしていこうとい

うことで、日南線とか観光ルートの中でありま

した。そういう流れの一環であれば、美しい宮

崎をつくるために小・中・高校生をどんなふう

に教育していくんだと。そこ辺を県土整備部と

してどうしていくんだというのを、そういう説

明をしてもらえれば、私だって分かるんです。

○原口県土整備部長 委員のほうから先に答え

を言っていただいたような形になりまして申し

訳ありません。

荒神委員からもありましたように、やはり県

内に美しい宮崎の取組というのが全て浸透して

いるかというと、まだまだそこは行き届いてい

ないと私たちも思っておりますので、知事も答

弁しましたけれども、本県には豊かな自然とか

青い海、青い空、歴史的な趣のある町並みといっ

た、非常にポテンシャルの高い景観というもの

があります。そういったものを、まず、小・中

・高校生の学習の機会に、宮崎県にはもともと

そういうポテンシャルがあるんだというところ

から、これまでの国道220号や岩切章太郎氏の進
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めた取組の歴史等を学んでいただいて、そして

一人一人がそういう心がけを持つことで県内が

よりよく、こういうポテンシャルを、もっともっ

と上げていくことができる、それは観光とかそ

ういったいろんな産業につながっていくんだと

いうことを学習してもらおうと思っております。

具体的にどんな講師でどんな内容でというと

ころは、先ほど美しい宮崎づくり推進室長が申

し上げましたとおり、これから積み上げてまい

りますけれども、意識向上率80％を目標に取り

組んでいきたいと考えております。

○中野委員 具体的には何もできていると言え

ないから、8,000円という端数の桁まで予算をつ

けておられるんですよね。それは何かの積み上

げがあって、最終8,000円という予算までつけて

やられたと思うんですよね。何か目的もないよ

うな、今から云々という予算で、8,000円の端数

の桁まで予算をつくる。何かゼロか５で終わる

ような数字ならいいけれど、8,000円というとこ

ろまで来ている。だから、何か具体性があった

から予算をつくられたと思うんだけれども。

○原口県土整備部長 一応、積み上げはありま

すので、その中身については、美しい宮崎づく

り推進室長から説明させます。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 しばらくお

待ちください。

○荒神委員 この時間を借りて部長にお尋ねし

ますが、先ほど私が都城農業高校の事例を述べ

ましたが、この内容というのは、各高校は安全

第一ということで、生徒にさせずに民間業者に

委託してあるのが主なんですか。

以前は高校生がやっていたという流れの中で、

学校側のほうが安全第一をとられて、生徒には

それはさせないということで民間になったと。

４～５年前だったですかね。

○原口県土整備部長 恐らく高校独自といいま

すか、都城農業高校での御判断だと思いますけ

れども、ちょっと県土整備部では把握しており

ません。

○荒神委員 以前、土木事務所からそういうお

話を聞いて、安全第一をとっているということ

で、民間業者で迅速に対応するようにというの

で、１週間後にはきれいになった経緯があるん

です。だから、景観学習とこの話と、何かこう

リンクしないなと思ったものですから。

○原口県土整備部長 お話を聞いて推測するに、

やはり高校生が道路の上で作業するのは危ない

という学校側の判断があったのではないかなと

思っています。土木事務所としましては、そう

いう学校の御意見を聞いて、今までやってきて

もらっていたものを、もう高校生ではできない

という判断をしたものだと推測します。

○荒神委員 都城農業高校だけという意味で

とっていいんですね。県下全域という意味では

ないんですね。

○原口県土整備部長 学校の生徒にやっていた

だくのであれば、その学校と協議をしてから行

うことになると思います。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 予算の885

万8,000円の内訳でございます。

まず、景観学習、先ほどから話のあります小

・中・高校生の意識醸成に取り組む活動につい

ては、50万円予定をしております。そのほか、

人材づくりということで、経験実務者の研修や

県主催のセミナー、また、美しい宮崎づくりの

集いの中での知事表彰ですとか、先ほどの小・

中・高校生の学習と合わせて400万8,000円計上

しております。

また、数値目標の２段目にございます155件の

団体に対しまして、手の挙がる団体でございま
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すけれども─手を挙げた団体への支援としま

して300万円。そのほか、美しい宮崎づくりを推

進する団体を支援するためのアドバイザー派遣

に48万円。また、企業などとの連携による花壇

整備、植栽づくりについて137万円計上しており

ます。

以上で、885万8,000円でございます。

○佐藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは次に、報告事項に関す

る説明を求めたいと思います。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○市成管理課長 委員会資料の47ページを御覧

ください。

損害賠償額を定めたことについてであります。

今回の報告は、県有車両による交通事故の損

害賠償でありまして、一番上のナンバー１が当

課の報告案件になります。

事故の発生日及び事案発生場所につきまして

は、資料の左から２列目の欄に記載のとおりで

ございます。事故の内容は、職員が路肩に駐車

していた県有車両を発進させるため、切り返し

のバックを行った際に、後方にあるカーブミラ

ーポールを認識しておらず、そのまま衝突した

ことによるものであります。損害賠償額は、右

から２列目、21万8,350円であり、全額任意保険

により支払われております。

交通事故防止につきましては、再三にわたり

注意を喚起しているところでありますが、今後

とも機会あるたびに交通安全の啓発を行い、十

分指導してまいりたいと考えております。

次に、48ページを御覧ください。

令和４年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてであります。これは、令和４年度に議会に

おいて承認をいただきました繰越事業について、

繰越額が確定しましたので報告を行うものでご

ざいます。

48ページから53ページまでが一般会計におけ

る繰越事業の一覧でございます。

53ページを御覧ください。

53ページの一番下の行、左から３列目にあり

ますとおり、繰越額の合計は、525億5,912万1,183

円であります。繰越しの理由につきましては、

各事業ごとに主なものを記載しておりますが、

関係機関との調整や工法の検討に日時を要した

ことなどにより工期が不足したことによるもの

でございます。

次に、54ページを御覧ください。

特別会計についてであります。

まず、上の表は、公共用地取得事業特別会計

で、繰越額は２億1,447万5,113円であります。

繰越しの主な理由は、用地交渉等に日時を要し

たことによるものであります。

次に、その下、港湾整備事業特別会計で、繰

越額は４億5,050万円であります。繰越しの主な

理由は、関係機関との調整に日時を要したこと

によるものであります。

なお、一般会計と特別会計を合わせた県土整

備部の繰越額の合計は、一番下の表、532億2,409

万6,296円であります。

次に、55ページを御覧ください。

令和４年度宮崎県事故繰越し繰越計算書につ

いてであります。表の一番下になりますが、繰

越額の合計は、一般会計の６事業について11

億2,247万7,134円であります。繰越しの主な理

由は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

必要な資材の調達及び工事着手に時間を要した

ことなどであります。

○山下道路保全課長 委員会資料の47ページを
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お開きください。

道路の管理瑕疵に関する損害賠償を定めたこ

とにつきまして、地方自治法第180条第２項の規

定に基づきまして御報告いたします。

今回の報告は、物損事故が７件でありまして、

ナンバー２からナンバー８までが当課の報告案

件となります。

事故の内容について御説明申し上げます。発

生日、発生場所等につきましては、資料の左か

ら２列目の欄に記載のとおりであります。

まず、ナンバー２、ナンバー５の倒木事故に

つきましては、突然、車道上に倒れてきた樹木

が車両に衝突し、ナンバー２はルーフを、ナン

バー５はボンネットやヘッドライト等を、それ

ぞれ損傷したものであります。本件は、いずれ

も事故の状況から被害者に過失を問うことがで

きないと判断いたしまして、過失相殺は行って

おりません。

ナンバー４の倒木事故につきましては、車道

上に発生していた倒木に車両が衝突し、左フロ

ントピラーや左サイドミラーなどを損傷したも

のであります。本件は、被害者に前方不注視の

過失がありますので、４割の過失相殺を行って

おります。

ナンバー３、ナンバー７の枝落下事故につき

ましては、車道上空から落下した枝が車両に直

撃し、ナンバー３はボンネットや左側の車体を、

ナンバー７はフロントガラスやボンネットを、

それぞれ損傷したものであります。本件は、事

故の状況から被害者に過失を問うことができな

いと判断いたしまして、過失相殺は行っており

ません。

続いて、ナンバー６、スリップ事故につきま

しては、側溝の飲み口が詰まって発生した冠水

箇所に、車両が侵入してスリップをしましてバ

ンパーやタイヤを損傷したものであります。本

件は、被害者に前方不注視の過失がありますの

で、５割の過失相殺を行っております。

最後に、ナンバー８の落石事故につきまして

は、車道上に落下してきた石が車両に直撃し、

フロントガラスを損傷したものであります。本

件は、事故の状況から被害者に過失を問うこと

ができないと判断いたしまして、過失相殺は行っ

ておりません。

損害賠償額は、ナンバー２から８までの総

額160万4,382円となっておりまして、全て道路

賠償責任保険から支払われます。

説明は以上でありますが、引き続き道路のパ

トロールを徹底するとともに、道路の異常箇所

についての情報提供の呼びかけを行うなど道路

利用者の安全確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

○明比港湾課長 資料の一番下、ナンバー９の

欄を御覧ください。ベンチ転倒事故であります。

発生日、発生場所は、資料の左側の欄に記載の

とおりでございます。

本件は、みやざき臨海公園の中央突堤に設置

されたコンクリート製のベンチでの事故であり、

座る面には幅10センチ、長さ50センチ程度の木

製の板が敷き詰められていましたが、この板が

腐食し、コンクリートとの接着が不十分になっ

ていたことで、被害者が板に力をかけた瞬間に

板が滑り落ち、転倒し、けがを負ったものでご

ざいます。

本件は、事故の状況から被害者に過失を問う

ことはできないと判断し、過失相殺は行ってお

りません。また、事故発生場所のみやざき臨海

公園は、指定管理者が管理を行っております。

損害賠償額は162万2,847円となっておりますが、

今回の事故は、指定管理者の管理瑕疵によるも
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のでありますので、全額が指定管理者の加入す

る保険から支払われております。

事故の説明は以上でありますが、今後、同様

の事故が発生しないよう、港湾施設等の点検を

十分に行い、事故防止に努めてまいります。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○中野委員 47ページで、過失が40％というと

ころは、どれだったんですか。

○山下道路保全課長 ナンバー４の倒木事故で

ございます。

○中野委員 日南市の事故ですね。もう一回説

明してください。

○山下道路保全課長 ナンバー４の倒木事故に

つきましては、車道上に事前に倒れていた樹木、

倒木がありまして、そこに車両が衝突したとい

うことがありまして、本件は、被害者に前方不

注視の過失があると判断したところでございま

す。

○中野委員 倒れた樹木が道路にも横たわって

いて、そこに衝突したから４割は相手に過失が

あったということですか。６割が県の過失です

か、４割が県ですか。

○山下道路保全課長 相手方に４割の過失があ

るということです。

○佐藤委員長 それは事故処理が行われたんで

しょう。

○山下道路保全課長 もちろん事故処理があっ

ております。

○中野委員 その過失割合ですが、急激かつ偶

発的な事故であれば、100％こちらに過失がある。

それで、障害物─一つの倒木で障害物ですか

ら、それに当たったほうにも過失があるという

ことですか。これは倒木していたから。

例えば、この木は民間の木だったのか、県の

所有地で生えていた木が倒れたのか、よく分か

りませんが、例えば、県の所有地ののり面に生

えた木が成長して道路側にずっと伸びていきま

すよね。そうすると、枝というか幹が道路の真

上に来て、車高が高い車が、それに当たった場

合─自然に生えている木だから、そこをよけ

て通るのが当たり前だとは思うんですが、木は

どんどん成長していくから、いずれ車が衝突す

る可能性が高くなりますよね。そういう場合に

は、まあ偶発的に急激に発生したものではない

かもしれないけれども、県には全く過失はない

ものですか。

○山下道路保全課長 建築限界という形で、自

動車が通行する区間について車両が通行する区

間を確保するということで、そういうところに

つきましては、事前に伐採を行ったり、今回の

議会の中の答弁でもあったとおり、事前伐採、

要するに、かかってきそうな木については切っ

たりさせていただいております。

もし、その建築限界─車が通る車両の限界

のところに木があって、車両がぶつかった場合

については、県の過失もあるんではないかと思

われます。

○中野委員 それは重大な発言ですね。木はの

り面から斜めに生えていきますよね。そうする

と、道路にある程度幅員があって、センターラ

インに近いところを走れば当たらないけれども、

相手との交差のことやらで、左に寄って行けば

斜めに行くわけだから当たりますよね。高さが

斜めに行くわけだから、先端のところは車道か

ら高いから当たらないけれども、こっちに行け

ば斜めに行くわけだから低いわけでしょう。当

たりますよね。そういう場合は、さっき県にも

幾らか過失があると言われたが、その説明から

すれば、こういうのも過失があるということに
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なりますか。

○山下道路保全課長 道路の車両の安全な通行

という形を確保するために、道路空間の確保を

させていただいております。

通行に支障がある樹木等がございました場合

については、先ほども道路の異常についての箇

所の情報提供というような形で、県民の皆様に

♯9910という電話連絡等もいただいております

が、そういった呼びかけもお願いしているとこ

ろでありますし、危険だと判断した段階で、県

のほうでその樹木について切らせていただいた

りという手法を、今のところ取らせていただい

ているところでございます。

○中野委員 空間の安全確保ということから、

木は伐採していくというのが当然なことだと思

うんですよね。課長が答弁されたのが正しいと

思うんですが。であるならば、小林土木事務所

には、もう一度、指導をしとってください。そ

の木を切らないと言ったんです。

○山下道路保全課長 道路空間の確保、安全な

通行の確保については、各土木事務所にも、しっ

かりと指導していきたいと思っておりますし、

道路利用者の方が安全な通行ができる空間を確

保していきたいと考えております。

○中野委員 これは、実例として言っているわ

けですので、小林土木事務所へ、私から質問が

あったということで言ってください。過失とい

うことも含めてお願いしておきます。

○後藤委員 委員会資料の55ページ、砂防課の

公共急傾斜地崩壊対策事業で、入札不調という

んですが、建設関連産業団体は非常に人手不足

といいますか、特に、建設関連の技術者不足は

非常に懸念されている案件なものですから、今

の応札状況というか入札不調はどういう状況か

を教えてください。

○迫技術企画課長 全体として、ちょっとお話

をさせていただきたいと思います。

まず、昨年度いっぱい、令和４年度の話にな

りますけれども、不調不落の発生状況が、年間

通して77件ございました。これは全体が1,300件

ほどある工事の中で77件ということで、5.9％の

ウェートになっております。

ちなみに、その前の令和３年度が7.4％だった

ことを考えると、昨年度は少し落ち着いてきて

いるような状況にあると思います。

ただ、昨年度大きな補正があったということ

と、災害がかなりあったということもあります

ので、これから注視していく必要があるかと思っ

ております。

○佐藤委員長 ほかにはないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。同じく質疑は、説明が終わっ

た後にお願いいたします。

○黒木都市計画課長 委員会資料62ページを御

覧ください。

次期指定管理候補者の選定についてでありま

す。当課所管の施設では、平成18年度から指定

管理者制度を導入しており、県立平和台公園な

ど５つの都市公園等が対象であります。今回、

令和６年度からの５年間を指定期間とする次期

指定管理者を募集するに当たり、募集方針など

について御説明させていただきます。

初めに、（１）募集対象施設ですが、アからオ

の５つの施設を、アとイで１つ、ウとエで１つ、

オは単独とし、現在と同じ３つの募集単位に分

けて募集いたします。

（２）業務の範囲は、アからエにあります都

市公園等の利用に関する業務など４つの業務に

なります。
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（３）指定期間は、令和６年４月１日からの

５年間であります。

（４）基準価格とは、指定管理料の上限額で

あり、現在と同じ３つの募集単位ごとに、県立

平和台公園と県総合文化公園で年額１億1,280

万6,000円、県総合運動公園と県立青島亜熱帯植

物園で年額１億7,117万2,000円、特別史跡公園

西都原古墳群で年額3,683万円と、それぞれ基準

価格を設定しております。

次に、63ページを御覧ください。

（５）利用料金を設定している県立青島亜熱

帯植物園の学習室の使用料は、指定管理者が徴

収業務を行い、その全額は県の収入となります。

（６）募集概要でありますが、募集期間は７

月３日からの約２か月としております。

ここで、選定の御説明に入ります前に、現在

の管理運営状況について御説明いたします。

56ページにお戻りください。

１、現在の管理運営状況について、募集単位

ごとに御説明いたします。

まず、（１）県立平和台公園及び県総合文化公

園につきましては、ア、施設の概要のイ）にあ

ります指定管理者として、株式会社馬原造園建

設が管理を行っています。

次に、イ、施設利用の状況でありますが、表

の右側、令和４年度を見ますと、利用者数は、

県立平和台公園が４万7,329人、県総合文化公園

が４万8,261人となっております。

次に、57ページを御覧ください。

ウ、施設収支状況でありますが、収入の欄２

行目の指定管理料は、一番右側の令和４年度で

見ますと、9,030万円となっております。

次に、エ、利便性などの取組と、次のオ、評

価について併せて説明いたします。ア）県立平

和台公園では、太陽観測会や蛍鑑賞会などの地

域特性を生かした自主企画事業に取り組んでお

ります。イ）県総合文化公園では、盆景作り教

室やオープンカフェといった自主企画事業に取

り組んでおり、両公園とも管理運営は適切に行

われると評価しております。

続きまして、58ページを御覧ください。

（２）県総合運動公園及び県立青島亜熱帯植

物園につきましては、ア、施設の概要のイ）に

あります指定管理者として、一般財団法人みや

ざき公園協会が管理を行っております。

次に、イ、施設利用状況でありますが、表の

右側、令和４年度で見ますと、利用者数は、県

総合運動公園が114万9,712人、県立青島亜熱帯

植物園が25万5,747人となっております。

次に、59ページを御覧ください。

ウ、施設収支状況でありますが、収入の欄２

行目の指定管理料は、一番右側の令和４年度で

見ますと、１億4,418万8,000円となっておりま

す。

次に、エ、利便性などの取組と、オ、評価に

ついて併せて御説明いたします。ア）県総合運

動公園では、バラまつりやお茶会などの自主企

画事業に取り組んでおります。イ）県立青島亜

熱帯植物園では、スケッチカーニバルやパラボ

ラチョカフェの自主企画事業に取り組んでおり、

両公園とも管理運営は適切に行われていると評

価しております。

続きまして、60ページを御覧ください。

（３）特別史跡公園西都原古墳群につきまし

ては、ア、施設の概要のイ）にあります指定管

理者として、一般財団法人みやざき公園協会が

管理を行っております。

次に、イ、施設利用状況でありますが、表の

右側、令和４年度で見ますと、利用者数は３

万2,264人となっております。
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次に、ウ、施設収支状況でありますが、収入

の欄２行目、指定管理料は、一番右側の令和４

年度で見ますと、3,024万円となっております。

次に、61ページを御覧ください。

エ、利便性などの取組と、次のオ、評価につ

いて併せて説明いたします。特別史跡公園西都

原古墳群では、春の山野草観察会や昆虫観察会、

星空観察会などの自主企画事業に取り組んでお

り、管理運営は適切に行われると評価しており

ます。

次に、63ページを御覧ください。次期の募集

方針の続きとなります。

（７）選定であります。ア、審査の流れとし

ましては、表の上段にあります書類審査として、

申請された書類に基づき、県で資格審査を行い

ます。次に、表の中段にあります指定管理候補

者選定委員会において、応募者へのヒアリング

などを行い、審査をします。最後に、表の下段

にあります指定管理候補者選定会議で、選定委

員会の審査結果と県で評価した結果を照らし合

わせて、候補者の案を確認することとしており

ます。イの表に選定委員会委員の構成を示して

おり、次に64ページになりますが、ウの表に指

定管理候補者選定会議委員の構成をお示しして

おります。

（８）選定基準につきましては、ア～オの５

つの選定基準を設け、次に、65ページになりま

すが、（９）審査項目・配点により審査を行うこ

ととしております。

○松田建築住宅課長 委員会資料66ページを御

覧ください。

県北地区の県営住宅に係る次期指定管理者の

指定についてであります。

県営住宅におきましては、県内全域を、県北

地区及び県央・県南地区の２地区に分けて、そ

れぞれ指定管理者を指定しております。県北地

区における今期の指定期間が本年度末で終了と

なるため、令和６年度からの次期指定管理者の

募集について、その方針等を御説明するもので

あります。

初めに、次期指定管理者を募集するに当たり、

募集方針について説明させていただきます。

68ページを御覧ください。

ページ中ほど、２の次期の募集方針について

であります。（１）の業務の範囲は、入退居の事

務手続や家賃等の徴収、施設の維持保全業務と

なっております。（２）の指定期間は、令和６年

度からの５年間、（３）の基準価格は、年額6,950

万6,000円としております。これは、指定管理料

の上限額であり、最終的な指定管理料は、指定

管理候補者が応募の際に経費節減等を提案し、

それに基づき提示される金額により決定をする

こととなります。

なお、今期の基準価格と比較しますと、年額

で571万8,000円の増となっておりますが、主な

増額理由は、人件費単価及び物件費単価が上昇

したことによるものであります。

69ページを御覧ください。

（４）の利用金額でありますが、家賃につい

ては公営住宅法施行令により、駐車場使用料に

ついては県の告示によってそれぞれ定められて

おり、これらは指定管理者が徴収し、全額県の

収入となります。

（５）の募集概要でありますが、期間は令和

５年７月３日から約２か月間としております。

その間におきまして、説明会の開催や募集要領

に関する質問への対応のほか、県のホームペー

ジや各種メディア等で応募についての周知を図

ることをしております。

66ページにお戻りください。
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これからは、現在の状況について説明いたし

ます。

１、現在の管理運営状況についてであります。

（１）の施設の概要につきましては、現在、日

向、延岡土木事務所、西臼杵支庁管内の27団

地、2,189戸について、延岡日向宅建協同組合が、

平成31年度から５年間、管理運営を行っており

ます。（２）の施設利用状況につきましては、県

営住宅では、抽選による定期の募集を年に４回

実施しており、近年、この定期募集では100戸程

度を募集しているのに対しまして、応募者数は、

その２倍を超えている状況ですが、実際に入居

に至った戸数と募集戸数には差が生じておりま

す。これは、エレベーター付きの団地や立地の

よい団地に応募が集中しているためであると考

えております。

なお、定期募集で入居に至らなかった住戸に

つきましては、抽選を行わない随時募集により

申込先着順で入居者を決定しておりまして、こ

の随時募集を含めた合計の入居者数を表の一番

下に記載しております。

67ページを御覧ください。

（３）の施設収支状況でありますが、収入の

内訳としましては、指定管理料のみとなります。

また、支出の内訳は、団地の管理を担う各地区

の不動産管理会社に対する管理費のほか、指定

管理者が雇用している職員の人件費、印刷費を

含む事務経費等があります。なお、収支差額は

表の一番下のとおり、令和４年度では244万円余

となっております。

（４）の利便性やサービス向上、利用者増の

取組でありますが、指定管理者制度の導入によ

り、窓口の箇所数の増加、窓口の開業日の増加

及び受付時間の拡充のほか、募集住戸の内覧の

実施や住戸内写真のホームページへの掲載の取

組がなされております。

68ページを御覧ください。

（５）の指定管理者制度の導入に対する評価

でありますが、窓口の箇所数の増加等により、

入居者や入居を希望する県民にとって手続等の

利便性が向上していることや、より身近なとこ

ろで管理者が入居者と接することができている

ため、県営住宅の家賃徴収率が高い水準で維持

されております。令和４年度の現年度分家賃徴

収率は99.98％となっており、この数値が日本一

になりますと、本県の現年度家賃徴収率は10年

連続で日本一となりまして、県の収入の確保に

貢献していることも指定管理者制度を評価でき

る点と考えております。

一方で、県営住宅の管理業務は制度が複雑で、

知識と経験を要することや、低額所得者で様々

な事情がある入居者へのきめ細かな対応など、

入居者との信頼関係の構築が重要であることか

ら、継続的な人材育成と資質の向上に努めるこ

とが望まれるものと考えております。

69ページを御覧ください。

初めに説明いたしました次期募集方針につい

ての続きとなります。

（６）の選定でありますが、①の審査の流れ

としましては、まず、建築住宅課において、申

請書類に基づく資格の審査を実施します。次に、

外部委員のみで構成される指定管理候補者選定

委員会において、書類審査を通過した応募者か

らのプレゼンテーションや、各委員によるヒア

リングを実施の上、審査を行います。そして、

県の指定管理候補者選定会議において、選定委

員会の審査結果を建築住宅課で改めて評価した

結果と照らし合わせまして、候補者案が異なっ

ていないか確認を行います。

70ページを御覧ください。
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先ほど申し上げました、②の指定管理候補者

選定委員会の委員につきましては、表にありま

すとおり、学識者、公認会計士、社会福祉の専

門家、県営住宅入居者などから５名をお願いし

ております。

また、③の指定管理候補者選定会議につきま

しては、表に記載してありますとおり、職員に

おいて確認を行うこととしております。

（７）の選定基準でありますが、①住民の平

等な利用の確保や、②公の施設の効用を最大限

に発揮する事業計画など、５項目を設定してお

り、こちらは、今期募集時と同様の基準として

おります。

71ページを御覧ください。

（８）の審査項目・配点でありますが、表に

記載のとおり、①から⑤の選定基準に、審査項

目を22項目設定し、100点満点のうち、表の右側

の配点により審査を行うこととし、点数の最上

位の応募者が指定管理の候補者となります。

72ページを御覧ください。

（９）のその他（今期からの変更点）であり

ます。今期は、延岡市及び日向市と共同で指定

管理者を選定し、同じ指定管理者が県営住宅と

市営住宅の管理を行っているところです。しか

しながら、次期の募集では、競争性の確保等の

観点から、県と市の共同選定は行わず、県単独

で県北地区の県営住宅の指定管理者を募集する

こととしております。

○栗山高速道対策局長 委員会資料の73ページ

を御覧ください。

高速道路等の整備状況と主な課題につきまし

て御説明をいたします。

左側に図面、右側に四角で囲った概要を整備

しております。

まず左側の図面を御覧ください。図の中に丸

数字で１から18まで振っておりますので、そち

らも御参照いただければと存じます。

まず、本県におきましては、平成28年の４月

までに東九州自動車道が宮崎市から北九州市ま

でつながっております。さらに、今年の３月に、

県南部の⑧の区間、清武南から日南北郷までの

間が開通いたしました。これによりまして、日

南市から北九州市までが一本の高速道路で結ば

れたところでございます。

日南市内の各地の観光施設では、開通前を大

きく上回る賑わいが見られているということで、

開通による集客効果が大きいといった報道もな

されております。

さらに、県の北部、⑤の区間になりますが、

令和３年８月、こちらの九州中央自動車道の日

之影深角から平底の間が、また、県西部の⑱の

区間になりますが、令和４年３月に、都城志布

志道路の乙房から横市の間が開通するなど、県

内の広域的な道路ネットワークの整備が着実に

進んでいるところでございます。

次に、右側の四角の中に記載しております事

項につきまして、併せて御説明をいたします。

まず、１の県内高速道路の整備状況でござい

ますが、九州中央自動車道の①県内延長の約53

キロのうち18.2キロメートルが供用済みでござ

います。

事業中の区間は、②～④の区間になってござ

いまして、五ケ瀬町から日之影町までの区間で

ございます。②の蘇陽から五ケ瀬東までの間は、

今年度工事に着手される予定でございます。

③の五ケ瀬東－高千穂の間につきましては、

今年１月、トンネル工事が契約となるなど、本

格的に工事が進んできてございます。④の高千

穂－雲海橋の間につきましては、現在、設計な

どが行われております。
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一方、⑥の平底－蔵田の間につきましては、

現在、国において調査中となってございます。

次に、東九州自動車道につきまして御説明い

たします。

⑦になりますが、県内延長約187キロメートル

のうち154.6キロメートルが、現在、供用済みで

ございます。

⑨の日南東郷－油津の間につきましては、今

年度、広渡川と酒谷川の間の合流部にかかる橋

梁の上部工工事の発注が予定されておりまして、

本格的に工事が進んできております。

⑩及び⑪の油津、南郷、また、奈留－夏井の

間につきましては、昨年10月に日南市及び串間

市におきまして、それぞれ着工式が開催されて

おります。

一方、⑫の南郷－奈留の間につきましては、

現在、国が調査を行っておりまして、新規事業

化を目指しているところでございます。

次に、東九州自動車道の暫定２車線区間の４

車線化とスマートインターチェンジにつきまし

て御説明いたします。

⑬の宮崎西－清武の間の一部、3.7キロメート

ルが、現在、４車線化の事業中でございまして、

工事が進められております。

⑭の日向－都農の間、また、高鍋－宮崎西の

間につきましては、４車線化の優先整備区間に

選定されておりまして、そのうち⑮にございま

す高鍋－西都の間の一部、4.7キロメートルが４

車線化事業が進められておりまして、今年度、

工事に着手される予定でございます。

また、⑭の区間の中で、⑯の新富スマートイ

ンターチェンジが事業中です。

次に、都城志布志道路につきまして御説明い

たします。都城志布志道路につきましては、国

土交通省、宮崎県、鹿児島県による事業でござ

いまして、宮崎県が施工する区間につきまして

は全線開通してございます。

本県内で残る事業中の区間は、⑰の国が施工

する都城－乙房の区間でございまして、令和６

年度内の開通予定となってございます。

最後、２の主な課題について御説明いたしま

す。

南海トラフ地震などの大規模災害への対応の

観点や、物流の効率化の促進など、県内の経済

活動の基盤を整備する観点から、（１）未事業化

区間の早期事業化、（２）の事業中区間の早期完

成が課題となってございます。次に、災害時に

おける通行機能の確保や、平常時における時間

信頼性、また事故防止の観点から、（３）有料区

間における暫定２車線区間の早期４車線化も課

題となってございます。

今後とも、一日も早い県内高速道路の全線開

通と暫定２車線区間の４車線化を目指して、県

といたしましても全力で取り組んでまいります。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項について質疑はありませんか。

○中野委員 高速道路でちょっと確認ですが、

日南東郷－油津間の工事区間です。わずか3.2キ

ロメートルですが、油津には、もう当然だと思

うんですが、インターチェンジができますよね。

今の降り口である日南東郷のところも、全線開

通したときには、やはりインターチェンジがで

きるんですか。

今、降り口の日南東郷というところはインタ

ーチェンジという取扱いになっているんですか。

ただ、出入口があるだけですか。あれが完全な

ピシャッとしたインターチェンジになるのです

か。

○栗山高速道対策局長 そのような予定と聞い

ております。
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○中野委員 油津は、わずか3.2キロメートルと

書いてあるから、このぐらいでインターチェン

ジができるのかなと思ったもんですから。ぜひ

造ってほしいんです。地元の方は、なかなか言

えないから。

○佐藤委員長 ほかにはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 では、その他でありませんか。

○中野委員 指定管理のことでお尋ねしますが、

県立平和台公園の階段の一番下りたところ、階

段の上り口の右側に、元知事の相川勝六さんの

銅像がありますよね。あそこは公園内には入っ

ていないんですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 平和台公園

の管理の中で、一緒に敷地の管理をしておりま

す。

○中野委員 この前行ったら、きれいに管理が

されておったんですが、前は草ぼうぼうだった

んですよね。あそこは、もう県の敷地になった

ということですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 敷地の土地

の名義については、今ちょっと把握しておりま

せんが、敷地にある銅像の周りの草刈りの管理

を一緒に平和台公園で行っております。

○中野委員 馬原造園建設が管理をしてくれて

いると思うんですが、元は入っていなかったと

思うんです。その分は指定管理料が高くも何も

なっていないんですか。同じ価格のままなんで

すか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 指定管理の

中には、入っております。

○中野委員 いつからそうなったんですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 すみません、

いつからかは、現在、把握しておりませんので、

後ほどお伺いしてお伝えしたいと思います。

○中野委員 では、確認してください。あそこ

は県立平和台公園内には入っていないんですか。

入っているのですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 入っており

ません。

○中野委員 入っていないということは、指定

管理外のところをやってもらっている、いわば

馬原造園建設がサービスでしているということ

になりますよね。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 そちらも含

めて、併せて詳しく確認いたしまして、後ほど

お伝えしたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○中野委員 指定管理の中に、入ってほしいん

ですけれども、もし入るようになれば、幾らか

は指定管理料にプラスすべきなんじゃないかな

と思ったんですが。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 指定管理料

には、平和台公園の全ての維持管理の費用が含

まれておりますので、その面積に含まれている

とすれば、サービスでやってもらっているとい

うことではないかと思っております。

○中野委員 元はそこに入っていなかったと僕

は記憶しています。

入っていないのに、いつから入ったのか知ら

ないけれども、入ったのなら、面積がその分だ

け広くなったから無報酬でしてもらっていると

いうことになりませんか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 いずれにし

ても、積算は平和台公園の面積を基に算出して

おりますので、詳しく確認をいたしまして、正

しいことを、後日お伝えしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

○中野委員 似たようなもので総合運動公園に

も、元知事の黒木博さんの銅像がありますよね。
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あそこは、この総合運動公園内に入っているん

ですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 ひなた総合

運動公園のほうの知事の銅像については、都市

公園内には入っておりません。

○中野委員 「俺はあそこを造った、県に寄贈

した」という話を聞いたことがあるから、寄贈

されているのであれば公園内に入っているとい

うことにならないんですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 都市公園区

域の中には入っていないというふうに確認して

おります。

○中野委員 じゃあ、今もあそこは民有地のま

まということですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 前知事の銅

像については、県の土地の上に県所有の銅像と

いう形で、県の財産総合管理課で管理をしてい

るという状況でございます。

○中野委員 県の土地で公園にはなっていない

ということですね。そして、ここも馬原造園建

設がやっているんですか。県の所有地だけれど

も公園と一緒にこの指定管理の面積に入ってい

るということですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 県総合運動

公園の面積には入っておりません。

○中野委員 じゃあ、あそこの管理は指定管理

はしていないということですか。いつもきれい

だけど、誰がしているんですか。関係がないか

ら答えられないかもしれないけれども。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 県の財産総

合管理課で管理をしております。

○中野委員 それなら、あそこの黒木博さんの

銅像は、県の所有地にはなったけれども公園内

の区域ではないから、総合運動公園の指定管理

の中では管理はしていないということですね。

しかし、平和台公園のほうは、それは入って

いないけれども、指定管理の中で管理をしてい

るということですか。

○松田美しい宮崎づくり推進室長 詳しく確認

いたしまして、後日、報告をさせてください。

○中野委員 同じ管理をすればいいのに。河野

知事の大先輩の知事たちの話ですからね。

○内田委員 港湾管理条例に関係するんですけ

れども、船舶─ボートを泊められるところで、

漁港と港湾とあるので、水産部局にもまたがる

かなと思って、その他で質問させていただきま

す。

この条例によって、漁業者とプレジャーボー

ト、レジャー用のボートとの今までのいろんな

トラブルなど、今後も台風等の災害のときの責

任問題とか、いろいろ考えられる中で、必要な

係留施設の数を確保するということは、広げる、

利用者を港湾のほうに泊めて、もっと泊めてい

いですよというふうに持っていくためのものな

のか、漁港に泊めているものを港湾に移してい

くというような考えで進めているのかを教えて

いただきたいと思います。

○明比港湾課長 港湾、漁港内のプレジャーボ

ートについては、それぞれが許可制を導入して

いまして、委員が言われるような、ほかの漁港

から港湾に持っていくというようなことは、やっ

ておりません。

○内田委員 じゃあ、今現在利用されている方

々が、いろいろ料金の問題とか地理的な問題と

かがあって、泊めやすいところに泊めていると

は思うんですけれども、レジャー用のボートが

増えているということもあって、漁業者にとっ

て、言い方はあれですが、邪魔な存在になって

いたりとか、場所によって、いろんなトラブル

が、小さくてもあっているのかなと思います。
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以前も、北部港湾事務所に説明会とかを開いて

いただいて御尽力いただいたという経緯もあっ

て、これからまだ船を泊めたいという方々が増

えてくるのかなと思ったりするので、この条例

によって、それぞれが泊めやすいところに自由

にというか、泊められるようになるのかなと思っ

て質問させていただきました。

○明比港湾課長 このプレジャーボートの許可

制は、漁船とか貨物船とかそういったところ以

外の空いたところを、プレジャーボートの係留

施設として有効活用をしながら許可制を導入し

ているものです。ということで、新たにプレジャ

ーボートのための施設を整備したりすることは、

ほとんどないんですけれども、できるだけ空い

たところを広げるような取組はやっているとこ

ろでございまして、今後も、漁船とか貨物船に

支障がないような形で取り組んでいきたいと考

えております。

○中野委員 今日もこの港湾管理条例の改正の

説明がありましたが、この前の一般質問で、売

却がされていない、かなり広い面積の土地が宮

崎港にあるという答弁でした。もう30年間は塩

漬け状態だということですが、それなりの目的

があって埋立てをされた土地で、売却予定の土

地だという認識をしましたけれども。

次の委員会でいいですから、ぜひあそこの全

体的な図面と、どこがどういうふうに売却され

て、何で今利用しているとか、そして、丘があっ

て木が生えているところもありますから、売ら

ない土地もあるんだと思うんですよね。それで

も、全部売るべきところは売却されただろうな

と思ったら、まだ売却されていないから。あそ

この土地利用状況の図面をもって、ここは売れ

残っている、一般質問の土地だという説明を。

できたら図面が欲しいですから、みんなの前で。

後日の委員会でいいですから、ぜひ説明してほ

しいと思うんです。要望です。

○原口県土整備部長 次回開催の常任委員会で

報告したいと思います。

○佐藤委員長 それでは、県土整備部を終了い

たします。執行部の皆様お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時54分休憩

午後３時59分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うことになっておりますので、

あさって23日金曜日に行いたいと思います。

開会時刻は13時としたいのですが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほかで何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ありがとうございました。

以上で、本日の委員会は終わります。

午後３時59分散会



- 59 -

令和５年６月23日（金曜日）

午後１時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 佐 藤 雅 洋

副 委 員 長 工 藤 隆 久

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 荒 神 稔

委 員 図 師 博 規

委 員 内 田 理 佐

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 澤 田 彩 子

議事課主任主事 山 本 聡

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に、賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩します。

午後１時１分休憩

午後１時１分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 では、一括採決をいたします。

議案第１号、第３号、第４号、第12号、13号、14

号、17号、19号、20号につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号、３号、４号、12号、13号、14号、17

号、19号、20号につきましては、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

などはありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時２分休憩

午後１時３分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査については、継続審査といたしたいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、高速自動車国道建設促進宮崎県期成同

盟会総会についてであります。

今年度は、７月21日金曜日に開催を予定して

おります。

当同盟会は、当委員会が主体となって活動を
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行うこととなっており、昨年の総会以降の経過

を中心に、委員長が報告を行うこととなってお

ります。

この報告については、お手元に配付の委員長

報告骨子案を基に行いたいと思っておりますが、

御意見はございませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時11分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

総会における委員長報告につきましては、た

だいまの御意見を踏まえながら、詳細について

は正副委員長に御一任いただくことで御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

なお、総会当日は、午前11時から全員協議会

で総会における委員長報告を協議し、午後１時30

分から基調講演、午後２時10分から総会となり

ますので、よろしくお願いをいたします。

次に、県外調査につきましては、10月24日火

曜日から26日木曜日に実施予定ですが、現時点

で何か御意見、御要望等がありましたら、併せ

てお出しいただきたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時11分休憩

午後１時18分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、県外調査につきましては、７月19

日の閉会中の委員会で改めて御意見をいただき

ます。

次に、７月19日水曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして、御意見を伺いた

いと思います。

暫時休憩します。

午後１時18分休憩

午後１時21分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、７月19日の閉会中の委員会につき

ましては、ただいまの御意見を参考にしながら、

正副委員長に御一任いただくということでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

最後に、その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ないようですので、以上で委員

会を閉会いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時22分閉会
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